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第一部【ファンド情報】 
 

第１【ファンドの状況】 

 

１【投資法人の概況】 

(1）【主要な経営指標等の推移】 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成14年３月 平成14年９月 平成15年３月 平成15年９月 平成16年３月 平成16年９月

営業収益（注）１． （百万円） 6,492 7,910 8,500 8,965 9,560 10,151

経常利益 （百万円） 2,405 2,898 3,259 3,408 3,803 3,831

当期純利益 （百万円） 2,403 2,897 3,258 3,407 3,802 3,830

出資総額 （百万円） 81,260 112,152 112,152 112,152 133,448 133,448

発行済投資口数 （口） 160,400 225,400 225,400 225,400 260,400 260,400

純資産額 （百万円） 83,663 115,049 115,410 115,559 137,250 137,279

総資産額 （百万円） 161,809 185,397 200,022 209,581 244,523 257,372

１口当たり純資産額 （円） 521,591 510,424 512,026 512,688 527,077 527,185

１口当たり当期純利益 
（注）２． 

（円） 23,952 12,853 14,455 15,117 14,864 14,711

  (14,983)  

分配総額 （百万円） 2,403 2,897 3,258 3,407 3,802 3,830

１口当たり分配金額 （円） 14,983 12,853 14,455 15,117 14,602 14,711

 
うち１口当たり利益分配
金額 

（円） 14,983 12,853 14,455 15,117 14,602 14,711

 
うち１口当たり利益超過
分配金額 

（円） － － － － － －

自己資本比率（注）３． （％） 51.7 62.1 57.7 55.1 56.1 53.3

自己資本利益率（注）４． （％） 2.9 2.7 2.8 3.0 2.8 2.8

  （年換算値5.2）（年換算値5.4）（年換算値5.7）（年換算値5.9） （年換算値5.7） （年換算値5.6）

（注）１．営業収益については、消費税等は含まれておりません。 

（注）２．１口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算定しております。なお、第２期

につきましては、期中に新投資口の追加発行を行っておりますが、新投資口に対する金銭の分配の起算日（平成14年４月１日、期

首）に追加発行があったものとみなして、加重平均投資口数を算出しております。また、第１期につきましては、実質的に資産運

用を開始した平成13年９月10日を期首とみなして日数による加重平均投資口数により算出した１口当たり当期純利益を括弧内に併

記しております。 

（注）３．自己資本比率＝期末純資産額／期末総資産額×100 

（注）４．自己資本利益率＝当期純利益／（期首純資産額＋期末純資産額）÷２×100 

第２期及び第５期は、新投資口の追加発行を行っているため、純資産額について資産運用期間の日数を考慮しています。 

なお、年換算値につきましては、第１期は運用日数203日間（実質的に資産運用を開始した平成13年９月10日を期首とみなした運

用日数）、第２期は運用日数183日、第３期は運用日数182日、第４期は運用日数183日、第５期は運用日数183日、第６期は運用日

数183日により算出しております。 

（注）５．第２期から、１口当たり純資産額、１口当たり当期純利益及び潜在投資口調整後１口当たり当期純利益の算定に当たっては、「１

株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 
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(2）【投資法人の目的及び基本的性格】 

① 投資法人の目的及び基本的性格 

 当投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改

正も含みます。以下「投信法」といいます。）に基づき、当投資法人の資産を主として特定

資産（投信法第２条第１項における意味を有します。本書において以下同じ意味で用いま

す。）に対する投資として運用することを目的とし、特に、主として「不動産等」及び「不

動産対応証券」の特定資産（後記「２ 投資方針 (1）投資方針 ①投資の基本方針」をご

参照ください。）に投資し、中長期の安定運用を図ることを目標として運用を行います。 

 当投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産の用途は、主にオフィスビルとし、

投資対象地域は、我が国の政令指定都市をはじめとする全国の主要都市とします。また、運

用にあたっては、不動産及び不動産を信託する信託の受益権への投資を基本としますが、投

資環境、資産規模等によっては、その他の不動産等及び不動産対応証券への投資を行います。 

 

② 投資法人の特色 

 投信法第198条第１項及び「ジャパンリアルエステイト投資法人規約」（以下「当投資法

人規約」又は単に「規約」といいます。）第37条の規定により、当投資法人の資産運用は、

投資信託委託業者（以下「資産運用会社」といいます。）（本書の日付現在、ジャパンリア

ルエステイトアセットマネジメント株式会社）に全て委託してこれを行うこととされており

ます。 

 当投資法人の投資対象不動産等に係る資産運用にあたり、資産運用会社は、内部成長の達

成、すなわち当投資法人が既に保有している不動産等資産に係る利益率を最大化させること

を目指すとともに、外部成長の達成、すなわち新たな投資対象不動産等をその時点で当投資

法人の利益に最もかなうと判断される価格帯で取得することにより、収益力とその安定性の

向上を目指します（後記「２ 投資方針 (1）投資方針 ②基本方針に基づく投資対象不動

産等に係る運用・管理の指針」をご参照ください。）。 
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(3）【投資法人の仕組み】 

 

 

株式会社東京三菱銀行 

〔一般事務受託者〕(投信法第111条第２号、第３号及び第６号関係の

うち、投資法人債に関する事務。)  

 
みずほ証券株式会社、J.P.モルガン証券会社東京支店、三菱証券

株式会社、日興シティグループ証券株式会社、野村證券株式会

社、メリルリンチ日本証券株式会社 

〔一般事務受託者〕(投信法第111条第６号関係のうち、投資法人債 

に関する事務。) 

[投資法人] 

ジャパンリアルエステイト投資法人 

〔投資主総会〕 

〔役員会〕 

執行役員：馬場 米一郎 

監督役員：河村  綱也 

監督役員：日下部 健司 

住友信託銀行株式会社 

〔資産保管会社〕（投信法第208条関係） 

ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 

〔投資信託委託業者〕(投信法第198条関係) 

株式会社東京三菱銀行 

〔投資法人債管理会社〕（投信法第139条の５ 関係） 

住友信託銀行株式会社 

〔一般事務受託者〕(投信法第111条第２号から第６号関係。但し、 

投資法人債に関する事務を除きます。) 
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役割 名称 関係業務の内容 

投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資口の発行者です。 

一般事務受託者 

（投信法第111条第２号か

ら第６号関係。但し、投資

法人債に関する事務を除き

ます。） 

住友信託銀行株式会社  以下に掲げる一般事務業務の委託を、当投資法

人から受けます。 

（業務内容） 

ａ．投資口の名義書換に関する事務 

ｂ．投資証券の発行に関する事務 

ｃ．投資主の権利行使に関する請求その他の投資

主からの申出の受付に関する事務 

ｄ．投資主総会、役員会の機関の運営に関する事

務 

ｅ．計算に関する事務 

ｆ．会計帳簿の作成に関する事務 

ｇ．投資主に対して分配をする金銭の支払いに関

する事務 

ｈ．納税に関する事務 

一般事務受託者 

（投信法第111条第２号、

第３号及び第６号関係のう

ち、投資法人債に関する事

務。） 

株式会社東京三菱銀行  当投資法人が発行した第１回無担保投資法人債

（投資法人債間限定同順位特約付及び適格機関投

資家限定）、第２回無担保投資法人債（投資法人

債間限定同順位特約付及び適格機関投資家限定）

及び第３回無担保投資法人債（投資法人債間限定

同順位特約付及び適格機関投資家限定）（以下そ

れぞれ「第１回投資法人債」、「第２回投資法人

債」及び「第３回投資法人債」といい、これらを

併せて以下「本投資法人債」といいます。(注)）

に関わる一般事務業務のうち、以下に掲げる業務

の委託を、当投資法人から受けます。 

(業務内容) 

ａ．投資法人債の名義書換に関する事務 

ｂ．投資法人債券の発行に関する事務 

ｃ．投資法人債権者に対する利息又は償還金の支

払に関する事務 

ｄ．投資法人債権者の権利行使に関する請求その

他の投資法人債権者からの申出の受付に関す

る事務 

一般事務受託者 

（投信法第111条第６号関

係のうち、投資法人債に関

する事務。） 

みずほ証券株式会社 

J.P.モルガン証券会社東京支店 

三菱証券株式会社 

日興シティグループ証券株式会社 

 第１回投資法人債及び第３回投資法人債に関わ

る一般事務業務のうち、以下に掲げる業務の委託

を、当投資法人から受けます。 

(業務内容) 

ａ．投資法人債権者に対する利息又は償還金の支

払に関する事務 

一般事務受託者 

（投信法第111条第６号関

係のうち、投資法人債に関

する事務。） 

みずほ証券株式会社 

三菱証券株式会社 

J.P.モルガン証券会社東京支店 

野村證券株式会社 

メリルリンチ日本証券株式会社 

 第２回投資法人債に関わる一般事務業務のう

ち、以下に掲げる業務の委託を、当投資法人から

受けます。 

(業務内容) 

ａ．投資法人債権者に対する利息又は償還金の支

払に関する事務 
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役割 名称 関係業務の内容 

投資法人債管理会社 

（投信法第139条の５関

係。） 

株式会社東京三菱銀行  本投資法人債に関わる投資法人債管理会社で

す。 

投資信託委託業者 

（投信法第198条関係。） 

ジャパンリアルエステイトアセット

マネジメント株式会社 

 当投資法人の資産の運用に係る業務の委託を、

当投資法人から受けます。 

資産保管会社 

（投信法第208条関係。） 

住友信託銀行株式会社  当投資法人の資産の保管に係る業務の委託を、

当投資法人から受けます。 

 （注）第１回投資法人債は、額面総額250億円、利率年1.32％、利払日毎年６月21日及び12月21日、償還日平成19年６月21日として、平成14

年６月７日開催の当投資法人役員会の決議に基づき、平成14年６月21日に発行されました。 

第２回投資法人債は、額面総額100億円、利率年0.69％、利払日毎年４月30日及び10月30日、償還日平成20年４月30日として、平成15

年４月16日開催の当投資法人役員会の決議に基づき、平成15年４月30日に発行されました。 

第３回投資法人債は、額面総額100億円、利率年0.98％、利払日毎年４月30日及び10月30日、償還日平成22年４月30日として、平成15

年４月16日開催の当投資法人役員会の決議に基づき、平成15年４月30日に発行されました。 

 

(4）【投資法人の機構】 

① 投資主総会 

(ⅰ）投信法又は規約により定められる当投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成

される投資主総会にて決定されます。投資主総会における各投資主の議決権及び決議方

法については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 ３ 投資

主・投資法人債権者の権利 ① 投資主の権利 (ⅰ）投資主総会における議決権」を

ご参照ください。 

(ⅱ）投資主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、役員会の決議に基づき執行役員が

これを招集します。投資主総会は、本店の所在地若しくはこれに隣接する地又は役員会

の決議に基づいて東京都各区内において招集します。 

(ⅲ）投資主総会を招集するには、会日から２ヶ月前に会日を公告し、会日から２週間前に各

投資主に対して通知します。当投資法人は、投資主総会の招集公告をする日の最終の投

資主名簿（実質投資主名簿を含みます。）に記載された投資主をもって、その招集に係

る投資主総会において権利を行使することのできる投資主とします。また、必要がある

ときは、役員会の決議により、予め公告して、一定の日における投資主名簿に記載され

ている投資主をもって、その権利を行使すべき投資主とするものとします。 

(ⅳ）投資主総会の議長は、執行役員が１名の場合はその執行役員が、執行役員が２名の場合

は、役員会の予め定めた順序により執行役員の１名がこれに当たります。すべての執行

役員に欠員又は事故がある場合は、役員会の予め定めた順序により、監督役員の１名が

これに当たります。 

 

② 執行役員、監督役員及び役員会 

(ⅰ）執行役員は、当投資法人の業務を執行するとともに、当投資法人を代表して当投資法人

の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています（投信法第97

条第１項、第99条、商法（明治32年法律第48号。その後の改正も含みます。以下「商

法」といいます。）第78条）。但し、資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への

同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資産保

管委託契約の締結その他投信法に定められた一定の業務執行については、役員会の承認

を得なければなりません（投信法第97条第２項）。監督役員は、執行役員の業務の執行

を監督する権限を有しています（投信法第103条第１項）。また、役員会は、一定の業
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務執行に関する上記の承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行

役員の職務執行を監督する権限を有しています（投信法第107条第１項）。 

(ⅱ）執行役員は２名以内、監督役員は３名以内とします。但し、監督役員の員数は、執行役

員の員数に１を加えた数以上とします。 

(ⅲ）執行役員及び監督役員は、投資主総会において選任します（但し、最初の執行役員及び

監督役員を除きます。）。 

(ⅳ）執行役員及び監督役員の任期は、就任後２年とします。 

(ⅴ）役員会の決議は、執行役員及び監督役員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを

決めます。 

(ⅵ）役員会は、執行役員が１名の場合はその執行役員が、執行役員が２名の場合は、役員会

招集権者が招集し、その議長となります。 

(ⅶ）役員会招集権者は、予め役員会において定めることとします。 

(ⅷ）役員会招集権者以外の執行役員及び監督役員は、投信法第106条の規定により、役員会

を招集することができます。 

(ⅸ）役員会を招集するには、会日より３日前に各執行役員及び監督役員にその通知を発する

こととします。但し、緊急の必要がある場合には、更にこれを短縮することができます。 

 

③ 会計監査人 

(ⅰ）会計監査人は、投資主総会において選任します（但し、最初の会計監査人を除きま

す。）。 

(ⅱ）会計監査人の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投

資主総会の終結の時までとします。なお、会計監査人は、投資主総会において別段の決

議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします（投

信法第116条）。 

(ⅲ）会計監査人は、当投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に

関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場

合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います（投信法第118条第１

項等）。 

 

④ 投資信託委託業者、資産保管会社及び一般事務受託者 

(ⅰ）当投資法人は、投信法第198条及び第208条に基づき、資産の運用に係る業務を投資信託

委託業者へ、資産の保管に係る業務を資産保管会社へ委託しています。当投資法人は、

資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務で投信法第111条に定める事務

（以下「一般事務」といいます。）については第三者へ委託しています。 

(ⅱ）当投資法人の発行する投資口及び投資法人債の募集に関する事務、投資法人債の名義書

換に関する事務及び投資法人債権者に係る事務（投信法第111条第１号、第２号、第３

号及び第６号、投信法施行規則第124条第２項第４号及び第５号に定める一般事務のこ

とをいいます。）は、募集の都度、一般事務受託者を役員会で定め、一般事務委託契約

を締結することとします。 

(ⅲ）当投資法人の資産運用を行うジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社

の、本書の日付現在における運用体制については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 

第４ 関係法人の状況 １ 資産運用会社の概況 (2）運用体制」をご参照ください。 

 

(5）【投資法人の出資総額】 
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 本書の日付現在、当投資法人の出資総額は133,448,380千円、当投資法人が発行する投資

口の総口数は2,000,000口、発行済投資口数は260,400口です。 

  

 最近５年間における出資総額及び発行済投資口数の異動は以下のとおりです。 

 出資総額（千円） 発行済投資口数（口） 

 
年月日 

増加額 残高 増加口数 残高 

 平成13年５月11日 200,000 200,000 400 400 

 平成13年９月８日 81,060,000 81,260,000 160,000 160,400 

 平成14年５月８日 30,892,420 112,152,420 65,000 225,400 

 平成15年10月25日 21,295,960 133,448,380 35,000 260,400 

 

(6）【主要な投資主の状況】 

 当投資法人の第６期計算期間に係る期末時点（平成16年９月30日）における主要な投資主

は以下のとおりであります。 

 投資主名 住所 
所有 
投資口数 

比率 

 
日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 11,531口 4.43％ 

 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 10,160口 3.90％ 

 株式会社中国銀行 岡山県岡山市丸の内一丁目15番20号 8,995口 3.45％ 

 
ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 

P.O.Box 351 Boston Massachusetts 02101 
U.S.A 

8,646口 3.32％ 

 
東京海上火災保険株式会社
（注） 

東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 8,120口 3.12％ 

 株式会社山梨中央銀行 山梨県甲府市丸の内一丁目20番８号 7,300口 2.80％ 

 
日本マスタートラスト信託 
銀行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 7,085口 2.72％ 

 株式会社北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地 7,067口 2.71％ 

 
資産管理サービス信託銀行 
株式会社（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 6,996口 2.69％ 

 株式会社池田銀行 大阪府池田市城南二丁目１番11号 5,566口 2.14％ 

 合計  81,466口 31.28％ 

 

（注）平成16年10月１日付けにて、東京海上火災保険株式会社は、日動火災海上保険株式会社と合併し、

東京海上日動火災保険株式会社になっております。本書において以下同じ意味で用います。 
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２【投資方針】 

(1）【投資方針】 

① 投資の基本方針 

 当投資法人は、規約において以下の基本方針（以下「基本方針」といいます。）を定めて

おります。 

(ⅰ）基本方針（当投資法人規約第23条） 

 当投資法人は、主として「不動産等」及び「不動産等を主たる投資対象とする資産対

応証券等」の特定資産（以下併せて「投資対象不動産等」と総称します。）に投資し、

中長期の安定運用を図ることを目標として運用を行います。 

 ここで、「不動産等」及び「不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等」とは

以下に定めるとおりです（本書において以下同じ意味で用います。）。また、不動産、

不動産の賃借権又は地上権（不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信託における

信託財産である不動産、不動産の賃借権又は地上権を含みます。）を併せて「不動産等

資産」と総称します。 

●「不動産等」 

一 不動産 

二 不動産の賃借権 

三 地上権 

四 不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権（ここでいう信託

には不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みますが、「投資信託

及び投資法人に関する法律施行令」（平成12年政令第480号、その後の改正も含みま

す。以下「投信法施行令」といいます。）第３条第１号において定義される有価証

券（以下「有価証券」といいます。）に該当するものを除きます。） 

五 不動産、不動産の賃借権若しくは地上権に対する投資として運用することを目的

とする金銭の信託の受益権（有価証券に該当するものを除きます。） 

六 当事者の一方が相手方の行う上記一から五までに掲げる資産の運用のために出資

を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用

し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分（以

下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。） 

●「不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等」（以下「不動産対応証券」とい

います。） 

一 優先出資証券 「資産の流動化に関する法律」（平成10年法律第105号、その後の

改正も含みます。以下「資産流動化法」といいます。）上の特定目的会社で資産の

２分の１を超える額を不動産等に投資することを目的とする特定目的会社が発行す

る資産流動化法第２条第８項に定める優先出資証券 

二 受益証券 投信法上の投資信託で資産の２分の１を超える額を不動産等に投資す

ることを目的とする投信法第２条第12項に定める受益証券 

三 投資証券 投信法上の投資法人で資産の２分の１を超える額を不動産等に投資す

ることを目的とする投資法人の発行する投信法第２条第22項に定める投資証券 

四 特定目的信託の受益証券 資産流動化法第２条第12項に定める特定目的信託で資

産の２分の１を超える額を不動産等に投資することを目的とする特定目的信託に係

る受益証券（前述の「不動産等」において四又は五に掲げる信託の受益権を除きま

す。） 



 

－  － 

 

 

9

(ⅱ）投資態度（当投資法人規約第24条） 

 当投資法人の投資態度の基本方針、特に、投資対象不動産等の取得、保有等に係る規

約上の基本方針は以下のとおりです。 

(a）当投資法人は、資産の総額のうちに占める不動産、不動産の賃借権、地上権、信託

の受益権（不動産、地上権若しくは土地の賃借権のみに信託をするものに限りま

す。）及び匿名組合出資持分（不動産、地上権若しくは不動産の賃借権のみに運用す

るものに限ります。）の価額の割合として財務省令で定める割合が100分の75以上とな

るように運用します。ここで匿名組合出資持分とは、当事者の一方が相手方の行う資

産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対

する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係

る出資の持分とします。 

(b）当投資法人は、資産の運用の方針として、以下に定義する特定不動産の価額の合計

額の当投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合（以下「特定不動産の

割合」といいます。）を100分の75以上となるように運用します。ここで特定不動産と

は、特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産、土地の賃借

権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいうものとします。 

(c）当投資法人は、資産の運用の方針として、上記(b)に加えて、平成14年４月１日以後

の各年度において取得する不動産の価額の合計額の当該年度に取得する特定資産の価

額の合計額に占める割合を、特定不動産の割合の２分の１以上となるように運用しま

す。なお、本(c)に定める方針につきましては、不動産取得税の課税標準の特例に係る

当該要件の存する限り適用するものとします（なお、不動産取得税の課税標準の特例

に係る当該要件は税制改正により既に廃止されており、本書の日付け現在、本(c)に定

める方針は当投資法人には実質的に適用されません。）。 

(d）当投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産の用途は、主にオフィスビ

ルとし、投資対象地域は、我が国の政令指定都市をはじめとする全国の主要都市とし

ます。 

(e）当投資法人は、不動産等への投資に際しては、十分なデュー・ディリジェンス（詳

細調査等）を実施し、その投資価値を見極めた上で、投資環境等に応じてその投資を

決定します。 

(f）運用にあたっては、不動産及び不動産を信託する信託の受益権への投資を基本とし

ますが、投資環境、資産規模等によっては、その他の不動産等（前述の「不動産等」

に掲げる資産のうち不動産及び不動産を信託する信託の受益権を除いたものをいいま

す。）及び不動産対応証券への投資を行います。 

(ⅲ）組入資産の貸付け（当投資法人規約第27条） 

 当投資法人は、特定資産である不動産について、運用を図ることを目的とし第三者と

の間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うこととし、特定資産である信託受益権に係る信

託財産である不動産については、当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結

させ貸付けを行うこととします。 

(ⅳ）借入金及び投資法人債（当投資法人規約第30条） 

(a）資産の効率的な運用並びに運用の安定性を図るため、特定資産の取得資金、貸付け

を行う不動産及び信託受益権に係る信託財産である不動産に係る工事代金及び運転資

金を使途とし、借入れ或いは投資法人債の発行を行います。 

(b）当投資法人の借入金と投資法人債を合わせた限度額は１兆円を上限とします。 

(c）借入れを行う場合、借入先は、証券取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正も
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含みます。以下「証券取引法」といいます。）第２条第３項第１号に規定する適格機

関投資家（以下「適格機関投資家」といいます。）に限るものとします。 

② 基本方針に基づく投資対象不動産等に係る運用・管理の指針 

 資産運用会社は、上記「① 投資の基本方針 (ⅰ）基本方針（当投資法人規約第23条）

ないし(ⅳ）借入金及び投資法人債（当投資法人規約第30条）」記載の投資の基本方針を基

礎とし、かつ、当投資法人と資産運用会社との間で平成13年５月18日付けで締結され、平成

13年８月３日付け及び平成15年４月１日付けで変更済みの資産運用委託契約（以下「資産運

用委託契約」といいます。）に従い、当投資法人の資産運用業務を適切に遂行することを目

的として、「ジャパンリアルエステイト投資法人資産管理計画書」（以下「資産管理計画

書」といいます。）を資産運用会社の社内規則として制定しており、かかる資産管理計画書

に従って投資対象不動産等を運用しております。 

 かかる資産管理計画書は、我が国の経済環境、不動産情勢、金融環境、経済統計、当投資

法人の資産状態と業績、今後の中長期的な不動産に係る予想、これまでの資産運用会社の不

動産関連ノウハウ等の複合的な要素に基づくものであります。従って、資産運用会社は資産

管理計画書がその時点での外的内的環境要因に適合するか否かについて随時見直しを行うこ

ととしており、その結果、特に、現時点での資産管理計画書を変更した上で投資対象不動産

等を運用することが当投資法人、ひいては投資主の利益にかなうと判断される場合には、資

産管理計画書は、規約及び資産運用委託契約に適合する限りにおいて、随時変更されること

があります。 

 当投資法人の投資対象不動産等に係る資産運用にあたり、資産運用会社は、内部成長の達

成、すなわち当投資法人が既に保有している不動産等資産に係る利益率を最大化させること

を目指すとともに、外部成長の達成、すなわち新たな投資対象不動産等をその時点で当投資

法人の利益に最もかなうと判断される価格帯で取得することにより収益力とその安定性の向

上を目指します。また、キャッシュフローの安定性と期待利回りとを総合的な見地で勘案し、

地域分散、用途、規模・築年数等によるポートフォリオ構成、キャップレート（資本的支出

を含めないキャッシュフロー（修繕費控除後）を取得価格で除した利回り）等、様々な要素

を考慮して運用を行っております。当投資法人は随時、かかる外部成長の達成のため、新た

な不動産等資産の取得に向けた調査活動を行っており、かかる取得が決定され次第、適時に

公表措置をとって参ります。 

(ⅰ）投資対象不動産等に係る取得の指針 

 外部成長の達成のため、投資対象不動産等に係る取得の指針は、以下のとおりとなっ

ております。 

(a）地域に関するポートフォリオ構成 

１．当投資法人の投資対象不動産等に係る資産運用にあたり、不動産等資産の所在地

域別保有割合の目安を、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県（以下併せて「首都

圏」といいます。）に所在する物件を60～80％、その他の地方都市に所在する物件

を20～40％として運用することを基本的な目処とします。 

２．需給が堅調であるにもかかわらず比較的高い利回りを望めると判断した場合には、

上記１．記載の所在地域別保有割合の目処と異なる資産運用を行うことがあります。 

３．当投資法人の資産規模の拡大過程等においては、一時的に上記１．記載の所在地

域別保有割合から乖離することがあります。 

 なお、平成16年９月30日現在における当投資法人の保有している不動産等（以下

「保有不動産」といいます。）の所在地域別分散状況については後記「５ 運用状況 

(2）投資資産 ② 投資不動産物件 (i) 当投資法人の保有に係る不動産等資産の概
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要（一覧表）」をご参照ください。 

(b）用途に関するポートフォリオ構成 

 資産運用会社は、用途に関するポートフォリオ構成としては、主としてオフィスビ

ルに係る投資対象不動産等に集中して投資を行うことを原則とします。なお、主とし

てオフィスに利用されている投資対象不動産等でも、その一部が商業施設として利用

されている場合があり、また、地域によっては条例等によりオフィスビルの建設の際

に住宅付置義務の課されている場合があります。従って、当投資法人によるオフィス

ビルの取得にあたり、一部が商業施設又は住宅である物件を含むことがあります。 

(c）規模、築年数その他の事項に関するポートフォリオ構成 

１．資産運用会社は、規模、築年数その他の事項に関するポートフォリオ構成につき、

原則として延床面積が3,000㎡以上の建物及びその敷地に投資します。 

２．資産運用会社は、原則として、新耐震基準（1981年施行の建築基準法（昭和25年

法律第201号、その後の改正も含みます。以下「建築基準法」といいます。）による

耐震基準をいいます。本書において以下同じ意味を有します。）又はそれと同等の

耐震性能を備えた建物を取得対象とします。 

３．資産運用会社は、上記１．及び２．に加え、立地条件、躯体条件（新耐震基準

等）、設備条件（天井高、床配線、１フロアあたりの面積及び電気容量等）及び権

利関係の内容等を総合的に考慮して投資判断を行います。 

(d）取得時のデュー・ディリジェンス 

１．物件の取得にあたり、資産運用会社は、公正かつ調査能力・経験のある第三者に

よる不動産鑑定評価書、エンジニアリングレポート、地震リスク調査報告書による

分析評価及びマーケットレポート等を参考にすると共に、現地調査やビル管理担当

者等へのヒアリングを行う等、経済的・物理的・法的な調査及び検討を行います。 
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２．上記１．に基づく具体的な分析事項は、以下の表のとおりです。 

 調査内容 分析事項（概要） 主な参考資料 

 経済的調査 ● 所在地域におけるオフィス需給（将来見通しを含

む）、市場賃料の調査 

● 街路条件、交通・接近条件の調査 

● 割引率及びキャップレートの水準 

● 建物運営経費の現況確認及び削減余地 

● 物理的調査、法的調査、運営状況調査の経済的調

査への反映 

● 処分性の評価 

不動産鑑定評価書 

マーケットレポート 

現地調査 

 物理的調査 ● 隣地との境界・越境の現況 

● 建物・設備の維持管理状況（劣化状況） 

● 修繕・更新費の中長期予測 

● 建物・設備のスペック（貸室形状、天井高、空調

方式、電気容量等） 

● 建物耐震調査 

● 建物有害物質含有調査、土壌汚染調査 

● 自然災害等の被害実績の有無（台風・地震等） 

売主からの開示資料 

エンジニアリングレポート

地震リスク調査報告書 

現地調査 

 法的調査 ● 所有権・抵当権等の権利関係調査 

● 賃貸借契約関係調査 

● 土地の境界確認書や越境に係る覚書等の具備 

● 建物の建築・管理に係る法令遵守状況 

● 土地・建物が単独所有でない場合、管理規約・共

有者間協定書・借地契約等の確認 

● その他、電波障害対策等近隣関係者との契約内容

の確認 

売主からの開示資料 

エンジニアリングレポート

現地調査 

 運営状況調査 ● 不動産管理会社のオペレーション内容及び建物管

理仕様の確認 

● テナントからの管理運営に係る要望・苦情の有無 

● テナント構成 

● 土地・建物が単独所有でない場合、物件運営管理

に係る運用ルールの確認 

売主からの開示資料 

現地調査 

(e）キャップレートの目標値 

１．資産運用会社は一定のキャップレートの目標値を設定し、ポートフォリオ全体の

キャップレートを勘案し、投資対象不動産等を取得します。 

２．上記１．に定めるキャップレートの目標値は、資本政策や金利動向に応じて適宜

見直すものとします。 
（注）本項に定めるキャップレートとは、資本的支出を含めないキャッシュフロー（修繕費控除後）を取得価格で除

した利回りをいいます。 

(ⅱ）投資対象不動産等に係る維持管理の指針 

 内部成長の達成のため、投資対象不動産等に係る維持管理の指針は、以下のとおりと

なっております。 

(a）維持管理方針 

 保有不動産については、内部成長の達成のため、継続的かつ計画的な設備投資と維

持管理により、テナントの満足度を高め、競争力及び収入の維持拡大（賃料の増加、

稼働率の維持向上等）と費用の節減（外注管理費、水道光熱費等の削減）に努めます。

また、複数の不動産管理会社を利用しているメリットを生かし、これらの目標達成を
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促進させます。 

(b）保険付保方針 

 災害や事故等により生じる建物の損害や収益の減少、又は第三者からの損害賠償請

求によるリスクを回避するため、原則として、企業財産総合補償保険（注）１．、賠

償責任補償保険（注）２．を当投資法人の保有不動産について付保します。地震保険

の付保については、当投資法人の保有に係る不動産等資産全体の地震ＰＭＬ（予想最

大損害額）（注）３．を踏まえ決定することとしております。 
（注）１．企業財産総合補償保険とは、地震・噴火・津波・戦争等を除く災害・事故により企業の財産に損害が発生し

た場合に、その損害を担保するための保険です。特約として利益補償もあります。 

（注）２．賠償責任補償保険とは、建物・設備の所有・使用・管理に起因して第三者の身体の障害又は財物の減失・毀

損・汚損について、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を担保する保険です。 

（注）３．地震ＰＭＬ（予想最大損害額）については、後記「５ 運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産物件

(viii) 地震リスク調査報告書の概要」をご参照ください。 

(ⅲ）投資対象不動産等に係る売却の指針 

 当投資法人は中長期での運用を基本原則としており、当投資法人の保有に係る不動産

等資産の短期間での売却を特に意図した運用は行いません。これら個々の不動産等資産

の売却は、将来における収益予想、資産価値の増減及びその予測、不動産等資産の所在

地域の将来性・安定性、不動産等資産の劣化又は陳腐化リスク及びそれらに対するコス

ト予測並びにポートフォリオの構成等を考慮のうえ、総合的に判断します。 

③ 財務上の指針 

 資産運用会社は、資産管理計画書において財務上の指針を以下のとおり定めております。 

(ⅰ）資産の効率的な運用並びに運用の安定性を図るため、特定資産の取得資金、保有する

不動産等資産に係る工事代金及び運転資金を使途とし、借入れ又は投資法人債の発行を

行います。 

(ⅱ）当投資法人の借入金と投資法人債を合わせた限度額は１兆円を上限とします。 

(ⅲ）借入れを行う場合、借入先は、適格機関投資家に限るものとします。 

(ⅳ）総資産に対する借入金（投資法人債を含みます。）残高の割合（以下「負債比率」と

いいます。）を原則として65％を超えない範囲で、より低い負債比率を保つよう、保守

的に運用します。 

(ⅴ）借換時の金融環境変化による影響を抑えつつ、低廉な資金調達コストを実現するよう、

固定金利借入れの割合、借入期間、担保設定の有無等の借入諸条件を、複数の適格機関

投資家との交渉のうえ比較し、優位の条件を採用します。但し、期限前返済の場合の手

数料等がその時点における金利情勢によって決定される場合等、予測しがたい経済状況

の変更で資金調達コストが変動する場合があります。 

(ⅵ）将来の特定資産の追加取得に係る必要資金の機動的な調達を目的として、極度貸付枠

設定契約やコミットメントライン契約等、事前の借入枠設定又は随時の借入れの予約契

約を締結することがあります。 

(ⅶ）借入れの条件によっては、当投資法人の保有不動産に、担保設定を行うことがありま

す。 

 

 なお、当面の資金の借入れ及び返済は、原則として以下の方針に基づき行うものとします。 

(ⅰ）特定資産の追加取得に際し借入れを要する場合、機動的な対応が必要とされるため、

かかる追加取得に必要な資金の調達は主に短期借入金により行います。 

(ⅱ）特定資産の追加取得等に際し調達した短期借入金については、金融環境を勘案しつつ、

適宜、固定金利による長期借入金又は投資法人債への借換えを進め、低廉なコストでの
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安定的な資金調達の実現を図ります。 

 

(2）【投資対象】 

① 当投資法人の投資対象（以下併せて「運用資産」と総称します。）は以下のとおりです。 

(ⅰ）不動産等及び不動産対応証券 

(ⅱ）当投資法人は、上記(ⅰ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産により運用し

ます。 

一 以下に掲げる有価証券 

(ア）国債証券 

(イ）地方債証券 

(ウ）特別の法律により法人の発行する債券 

(エ）社債券（転換社債及び新株引受権付社債券ないし新株予約権付社債券を除きま

す。） 

(オ）特定目的会社に係る特定社債券（証券取引法第２条第１項第３号の２に定めるも

のをいいます。） 

(カ）コマーシャル・ペーパー（証券取引法第２条第１項第８号に定めるものをいいま

す。） 

(キ）外国又は外国法人の発行する証券又は証書で、上記(ア)から(カ)までの証券又は

証書の性質を有するもの 

(ク）受益証券（但し、「(1）投資方針 ① 投資の基本方針」における「不動産対応

証券」の二に定めるものを除きます。） 

(ケ）投資証券（但し、「(1）投資方針 ① 投資の基本方針」における「不動産対応

証券」の三に定めるものを除きます。） 

(コ）投資法人債券（投信法第２条第25項に定めるものをいいます。） 

(サ）外国投資証券（投信法第220条第１項に定めるものをいいます。） 

(シ）外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい

ます。） 

(ス）オプションを表示する証券又は証書（証券取引法第２条第１項第10号の２で定め

るものをいいます。） 

(セ）預託証書（証券取引法第２条第１項第10号の３で定めるもので、上記(ア)から

(エ)までの証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。） 

(ソ）外国法人が発行する本邦通貨建の譲渡性預金証書 

(タ）貸付債権信託受益証券（証券取引法第２条第２項第１号で定めるものをいいま

す。） 

(チ）外国法人に対する権利で、上記(タ)の権利を有するもの 

二 金銭債権（投信法施行令第３条第１号、第12号及び第14号に該当するものを除きま

す。） 

三 金融デリバティブ取引（投信法施行令第３条第14号において定義されている意味を

有します。）に係る権利 

② 投資基準及び種類別、地域別、業種別等による投資予定 

 前記「(1）投資方針 ② 基本方針に基づく投資対象不動産等に係る運用・管理の指針」

をご参照ください。 
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(3）【分配方針】 

 当投資法人は、毎決算期後に、以下の方針に基づき金銭の分配を行います。 

① 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益の金額は我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して計算されるものとします。 

② 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、当該営業期間の租税特別措置法（昭

和32年法律第26号、その後の改正法も含みます。以下「租税特別措置法」といいます。）第

67条の15に規定されている「配当可能所得の金額」の90％に相当する金額を超えるものとし

ます。 

③ 役員会において適切と判断した場合、投信法第136条第１項の規定に従い、投資主に対し、

投信法第131条第１項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭

の分配をすることができるものとします。 

④ 利益を超える金銭の分配を行う場合には、利益の金額に当該営業期間の減価償却費計上額

に相当する金額を加算した金額を上限とします。但し、当該金額が当該営業期間の、租税特

別措置法施行令第39条の32の３に規定されている「配当可能額」の90％に相当する金額を超

えない場合には「配当可能額」の91％に相当する金額まで利益を超えて金銭の分配をするこ

とができるものとします。 

⑤ 投資主への分配金は金銭にて分配するものとし、決算日における最終の投資主名簿（実質

投資主名簿を含みます。）の投資主を対象に投資口の口数に応じて行います。 

⑥ 当投資法人の営業期間中に投資口を追加発行するときは、当該投資口に対応する金銭の分

配の金額については、役員会の決議に基づき、日割りにより計算することができるものとし

ます。 

⑦ 上記の他、当投資法人は、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協会が定める「不

動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」（平成13年３月16日制定、その後の改正も

含みます。）に従うものとします。 

⑧ 当投資法人は、個人投資主が利益を超える分配額に対して税法上その都度譲渡損益の算定

を行うことが必要とされる限りにおいて、投資主に対して利益を超える金銭の分配は行いま

せん。但し、以下の一から三のいずれかの条件を満たす場合には、上記①から⑦に従い、投

資主に対して利益を超える金銭の分配をすることができるものとします。 

一 税法等の変更により、個人投資主が利益を超える金銭の分配額に対してその都度譲渡損

益の算定を行うことが必要でなくなった場合 

二 個人投資主が利益を超える金銭の分配額に対してその都度税法上の譲渡損益の算定を一

般的に自己において行うことが必要でなくなった等利益を超える金銭の分配を行うことが

適切になったと役員会において判断される場合 

三 当投資法人の「利益の配当等を損金として算入するための要件（後記「３ 投資リスク 

②投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク Ｄ.利益の配当等における投資法人の税

務上の取扱いに係るリスク」の（注）の①に記載する要件）」を満たすため等、利益を超

える金銭の分配を行うことが必要であると役員会において判断される場合 

 

(4）【投資制限】 

 当投資法人の規約に基づく投資制限は以下のとおりです。 

① 前述の「(2）投資対象」において記載した有価証券及び金銭債権は、積極的に投資を行う

ものではなく、安全性、換金性を勘案した運用を図るものとします（当投資法人規約第26

条）。 

② 前述の「(2）投資対象」において記載した金融デリバティブ取引に係る権利は、当投資法
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人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用

に限るものとします（当投資法人規約第26条）。 

③ 当投資法人は、資産の効率的な運用並びに運用の安定性を図るため、特定資産の取得資金、

貸付けを行う不動産及び信託受益権に係る信託財産である不動産に係る工事代金及び運転資

金を使途とし、借入れ或いは投資法人債の発行を行います。当投資法人の借入金と投資法人

債を合わせた限度額は１兆円を上限とします（当投資法人規約第30条）。 

④ 借入れを行う場合、借入先は証券取引法第２条第３項第１号に規定する適格機関投資家に

限るものとします（当投資法人規約第30条）。 
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３【投資リスク】 

 以下には、当投資法人による不動産等への投資に係るリスク要因、当投資法人の制度の仕組み

に係るリスク要因及びそれらの結果としての当投資法人の発行する投資証券（以下「本投資証

券」といいます。）への投資に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記

載しています。但し、以下は当投資法人への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、

記載されたリスク以外のリスクも存在する可能性があります。 

 当投資法人は、可能な限りこれらリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努め

る方針ですが、回避及び対応が結果的に十分であるとの保証はありません。以下に記載するリス

クが現実化した場合、本投資証券の市場価格は下落すると考えられ、その結果、それらの投資家

につき当初の投資額に係る欠損や分配金の低下が生じる可能性があります。 

 本投資証券に関する投資判断は、以下のリスク要因及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に

検討したうえで各投資家自らの責任において行う必要があります。 

 

 本項に記載されている項目は、以下のとおりであります。 

① 投資法人が発行する投資証券に係るリスク 

Ａ．換金性リスク 

Ｂ．市場価格変動に係るリスク 

Ｃ．金銭の分配に係るリスク 

Ｄ．将来における税制の変更に係るリスク 

② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク 

Ａ．投資法人の組織運営に係るリスク 

Ｂ．投資法人の制度に係るリスク 

Ｃ．投資法人制度における証券取引法上の規制に係るリスク 

Ｄ．利益の配当等における投資法人の税務上の取扱いに係るリスク 

③ 投資法人の運用資産； 原資産である不動産特有のリスク 

Ａ．瑕疵担保責任に係るリスク 

Ｂ．不動産から得られる賃料収入に係るリスク 

Ｃ．不動産管理会社に係るリスク 

Ｄ．公租公課その他の費用に係るリスク 

Ｅ．鑑定評価額に係るリスク 

Ｆ．建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク 

Ｇ．売却時の不動産流動性に係るリスク 

Ｈ．建築基準法等の既存不適格に係るリスク 

Ｉ．共有物件に係るリスク 

Ｊ．区分所有建物に係るリスク 

Ｋ．借地に係るリスク 

Ｌ．有害物質に係るリスク 

Ｍ．不動産の所有者責任に係るリスク 

Ｎ．不動産等資産の偏在に係るリスク 

Ｏ．テナント集中に係るリスク 

Ｐ．将来における法令等の改正に係るリスク 

Ｑ．テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク 

Ｒ．売主の倒産等の影響に係るリスク 

Ｓ．竣工前の不動産等資産の取得に係るリスク 
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Ｔ．取得予定資産を組入れることができないリスク 

④ 投資法人の運用資産；信託の受益権特有のリスク  

Ａ．信託受益者として負うリスク 

Ｂ．信託の受益権の流動性に係るリスク 

Ｃ．信託受託者に係るリスク 

⑤ リスクに対する管理体制  

Ａ．コンプライアンス上の問題への対応の基本 

Ｂ．問題発生時の対応と報告 

 

① 投資法人が発行する投資証券に係るリスク 

Ａ．換金性リスク 

 本投資証券については、投資主からの請求による投資口の払戻しは行われません。従って、

投資主が本投資証券を換金するには原則として、証券取引所を通じて又は取引所外において、

第三者に対して売却することが必要となります。本投資証券は、株式会社東京証券取引所

（以下「東京証券取引所」といいます。）が創設した不動産投資信託証券市場（以下「不動

産投資信託証券市場」といいます。）に上場しておりますが、投資主が保有する本投資証券

について買主が存在するとの保証はなく、一定の譲渡価格を保証する第三者も特に存在致し

ません。また、本投資証券の上場が廃止された場合や、不動産投資信託証券市場が存続しな

くなった場合、投資主は保有する本投資証券を市場外にて相対で譲渡する他に換金の手段が

なくなります。これらにより、本投資証券を廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の

譲渡自体が不可能となる場合があります。 

 

Ｂ．市場価格変動に係るリスク 

 本投資証券の市場価格は、金利動向や為替相場等の金融環境変化により影響されることの

あるほか、内外の投資家による本投資証券に係る売買高、他の金融商品に対する投資との比

較における優劣、市場環境や将来的な景気動向等によって左右されることがあります。また、

当投資法人は、不動産等及び不動産対応証券を主な投資対象としており、かかる資産の評価

額の変動によって、本投資証券の市場価格は変動することがあります。その他、不動産市場

の趨勢、オフィスの需給関係、オフィス需要を左右することのある企業を取り巻く経済の全

般的状況及び法制、税制の変更等、不動産関連市場を取り巻く要因による影響を受けること

もあります。 

 加えて、当投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達致しますが、その

資金調達が投資口の新規追加発行により行われる場合には、投資口１口当たり純資産額は影

響を受けることがあり、また、市場における投資口の需給バランスに影響を与えることにな

り、その結果、本投資証券の市場価格が悪影響を受けるおそれがあります。 

  

Ｃ．金銭の分配に係るリスク 

 当投資法人は前記「２ 投資方針 (3）分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に

対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無、金額及びその支払いは、いかなる場合に

おいても保証されるものではありません。特に、賃料収入の低下、損失の発生、現金不足等

の場合、予想されたとおりの分配を行えない可能性があります。 

 

Ｄ．将来における税制の変更に係るリスク 

 投資法人に係る利益の分配等の損金算入、不動産の取得・保有等及び投資主に係る配当所
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得、株式等の譲渡所得等に関する課税上の取扱いに係る将来の法令、通達の改正又はその解

釈の変更によって、投資主が得られる利益が減少する可能性があります。 

 

② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク 

 当投資法人は、投信法に基づいて設立される社団（投信法第２条第19項）であり、一般の法

人と同様の組織運営上のリスク及び投資法人という制度固有のリスクが存在します。 

Ａ．投資法人の組織運営に係るリスク 

 当投資法人の組織運営上の主なリスクは、以下のとおりです。 

ⅰ．役員の職務遂行に係るリスク 

 投信法上、投資法人の業務を執行し投資法人を代表する執行役員及び執行役員の職務の

執行を監督する監督役員は、投資法人からの受任者として善良な管理者としての注意義務

（以下「善管注意義務」といいます。）を負い、また、法令、規約及び投資主総会の決議

を遵守し投資法人のため忠実に職務を遂行する義務（以下「忠実義務」といいます。）を

負いますが、職務遂行上、当投資法人の執行役員又は監督役員が善管注意義務や忠実義務

に反する行為を行い、結果として投資主が損害を受ける可能性があります。 

ⅱ．投資法人の資金調達に係るリスク  

 当投資法人は資金調達を目的として、借入れ及び投資法人債を発行することがあり、規

約上、借入金と投資法人債を合わせた限度額は１兆円とされ、また、借入れを行う場合、

借入先は、適格機関投資家に限るものと規定されております。 

 借入れに当たり、税法上の導管性要件を満たすためには、当投資法人は、その借入先を

適格機関投資家に限定することが要請され、借入先は現実には限定されております。また、

借入れを行う際には様々な保全措置がとられることがあり、その一環として、担保提供の

制限、財務制限、追加担保の条項、現金その他の一定資産の留保、資産・負債等に基づく

財務指標による借入制限や担保設定制限、早期償還事由、資産取得制限、投資主への分配

に係る制限、当投資法人の業務その他に係る約束や制限等が要請されることがあります。

このような約束や制限の結果、本投資証券の市場価格に悪影響が出るおそれがあります。

また、借入れはその時々の金利実勢、当投資法人の財務状況、経済環境の他、貸し手の自

己資本規制その他の法的・経済的状況等の多くの要因に従って決定されるため、当投資法

人が必要とする時期及び条件で機動的に借入れを行うことができるとの保証はありません。 

 借入れに当たり、当投資法人の保有不動産の全部又は一部が資金の貸し手に対して担保

に供された場合、当投資法人はその償還を行うか貸し手の承諾を得られない限り担保対象

となる保有不動産を処分し若しくは建替等を行うに当たり制限を受けることとなります。

その結果、当投資法人が必要とする時期及び条件で保有不動産を処分できないおそれがあ

ります。また、当投資法人の保有不動産の売却等により借入金の期限前返済を行う場合に

は、期限前返済コスト（違約金等）がその時点における金利情勢によって決定される場合

がある等、予測しがたい経済状況の変更により投資主に損害を与える可能性があります。

当投資法人による借入れ等の状況については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第５ 

投資法人の経理状況 １ 財務諸表 (5）附属明細表 ⑥借入金等明細表」をご参照くだ

さい。 

 当投資法人が資金を調達しようとする場合には、上記のほか、投資法人債の発行又は投

資口の追加発行の方法によることがあります。投資法人債の発行を行う場合、一般に、

様々な財務制限条項や誓約事項が規定されることがあり、当投資法人の場合、本投資法人

債において、担保提供制限、留保資産提供制限、投資法人負債比率の維持条項、投資法人

ＤＳＣＲ維持条項及び投資法人有担保負債比率維持条項等の財務制限条項が規定されてお
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ります。かかる財務制限条項に抵触する場合、本投資法人債について期限の利益を失うこ

ととなります。また、本投資法人債の発行及び条件は、格付機関からの格付けにより又は

市場環境に左右されることがあり、従って、当投資法人の希望する時期及び条件でこれを

発行することができないおそれがあります。投資口の追加発行を行う場合、投資口の発行

価格はその時々の市場価格により左右され、場合により、当投資法人の希望する時期及び

条件でこれを発行することができないおそれがあります。 

ⅲ．投資法人の倒産リスク 

 当投資法人は一般の法人と同様に、その資産を超える負債を有するに至る可能性を否定

することはできません。当投資法人は現行法上の倒産手続きとして破産法（大正11年法律

第71号、その後の改正も含み、また平成17年1月1日以降は平成16年法律第75号とその後の

改正も含みます。以下「破産法」といいます。）、民事再生法（平成11年法律第225号、

その後の改正も含みます。以下「民事再生法」といいます。）及び投信法上の特別清算手

続きに服します。 

 本投資証券は金融機関の預金と異なり、預金保険等の対象ではなく、本投資証券につき、

当初の投資額が保証されているものではありません。従って、当投資法人が清算される場

合、投資主は、全ての上位債権者への償還の後でしか投資額を回収できません。従って、

清算、特に倒産手続きに基づく清算の場合には、投資主は投資額のほとんどにつき償還を

受けられない可能性があります。 

 

Ｂ．投資法人の制度に係るリスク 

 投資法人の制度上の主なリスクは以下のとおりです。 

ⅰ．業務委託に係るリスク 

 投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができず、使用人を雇用する

ことはできません。また、本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を投資信託委託業

者に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託してい

ます。従って、当投資法人の業務執行全般の成否は、投資信託委託業者、資産保管会社及

び一般事務受託者の能力や信用性に依拠することになります。投信法上、投資信託委託業

者は認可制で能力その他の適格性が審査されており、資産保管会社は信託業を兼営する銀

行等一定の要件を満たすものに資格が限定されており、一般事務受託者については、投資

法人の設立時及び設立後に新たに行う一般事務受託者との契約締結時に、不適当なもので

ないことの調査が執行役員及び監督役員により行われておりますが、それぞれの業務受託

者において、今後業務遂行に必要とされる人的・財産的基盤が損なわれた場合や、これら

の業務受託者が投信法により投資法人に対して負う善管注意義務や忠実義務に反する行為

を行った場合、結果として投資主が損害を受ける可能性があります。 

 また、投信法上、資産の運用、資産の保管及び一般事務に関しては第三者へ委託するこ

とが義務付けられているため、投資信託委託業者、資産保管会社又は一般事務受託者が、

破産又は会社更生手続きその他の倒産手続き等により業務遂行能力を喪失する場合には、

倒産に至った業務受託者等に対して当投資法人が有する債権の回収に困難が生じるだけで

なく、当投資法人の日常の業務遂行に影響を及ぼすことになります。また、委託契約が解

約又は解除された場合において、速やかに当投資法人の希望する時期及び条件で現在と同

等又はそれ以上の能力と専門性を有する第三者を選定し業務を委託できないときには、当

投資法人の収益等が悪影響を受けるおそれがあるほか、本投資証券が上場廃止になる可能

性もあります。 

ⅱ．資産の運用に係るリスク  
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 投資法人は、投信法上、投資信託委託業者にその資産の運用に係る業務を委託しなけれ

ばならないため、当投資法人の資産の運用成果は、特に資産の運用に係る業務を行う投資

信託委託業者の業務遂行能力に依拠することになります。投資信託委託業者についての主

なリスクは以下のとおりです。 

(a）投資信託委託業者の運用能力に係るリスク 

 投資信託委託業者は、投資法人に対し善管注意義務を負い、また、投資法人のために

忠実義務を負いますが、運用成果に対して何らの保証を行うものではありません。また、

投資信託委託業者は認可制であり、投信法に定める監督を受けており、その信用力の維

持には一定限度の制度的な裏付けがありますが、投信法はその運用能力まで保証するも

のではありません。 

(b）投資信託委託業者の行為に係るリスク 

 投資信託委託業者は、投資法人に対し善管注意義務を負い、また、投資法人のために

忠実義務を負いますが、更に投資信託委託業者の行為により投資法人が損害を被るリス

クを軽減するため、投信法において業務遂行に関して行為準則が詳細に規定されていま

すが、投資信託委託業者が、かかる行為準則に反したり、法定の措置を適正に取らない

場合には、投資主に損害が発生するリスクがあります。また、当投資法人の投資信託委

託業者の株主、その役職員の出向元企業又はその関係会社等といった関係者が、当投資

法人の投資対象である不動産等資産の取引に関与する場合や、かかる投資信託委託業者

自身も自ら投資活動を行い、又は当投資法人以外の投資法人や顧客への助言業務等を行

う可能性もあります。そのような場合に、当投資法人の投資信託委託業者が自己又は第

三者の利益を図るため、当投資法人の利益を害することとなる取引を行わないとの保証

はありません。 

(c）投資信託委託業者における社内体制・投資方針等の変更に係るリスク 

 資産運用会社は、当投資法人の規約に基づいて資産運用業務を遂行するため、資産運

用会社の社内規則である資産管理計画書において、投資対象不動産等に係る取得・維持

管理・売却の方針及び財務上の指針を定めておりますが、その内容は規約に反しない限

度で適宜見直し、変更されることがあります。また、資産運用会社は、資産管理計画書

に従いその業務を適切に遂行するため、一定の社内体制を敷いておりますが、かかる社

内体制について効率性・機能性その他の観点から今後変更を行わないとは限りません。 

 このような、資産運用会社における投資方針・社内体制等の変更により、当投資法人

の資産運用の内容がこれまでと異なるものとされ、それによって予定されていた収益を

上げられない可能性があります。 

 

Ｃ．投資法人制度における証券取引法上の規制に係るリスク 

 証券取引法上、投資法人に係る関係者その他の内部者に対しては、投資口に係る未公表の

重要な事実が存在した場合にも罰則をもって投資口の有償での取引を規制するとの、いわゆ

るインサイダー取引規制（証券取引法第166条以下）は適用されません。このため、資産運

用会社は自発的に社内規則を設け、内部者がかかる取引を行うことを制限しております。し

かしながら、社内規則は証券取引法におけるインサイダー取引規制と異なり罰則の適用はな

く、その実効性は法律上の規制とは異なります。従って、当投資法人、資産運用会社その他

の内部者が当投資法人や投資口に係る未公表の内部情報を知りつつかかる投資口の取引を行

うことがないとの保証はなく、その場合には、投資家の信頼又は市場における信頼を損ね又

は喪失する可能性があり、その結果、本投資証券の市場価格が悪影響を受けるおそれがあり

ます。 
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 また、投資証券については、株券等の大量保有報告制度（証券取引法第27条の23以下）の

適用はありません。従って、開示に係る証券取引法上の規制はこれらの規定が適用された場

合とは異なり、いつしか大口の投資主が出現し、その利益は小口の投資主の利益とは必ずし

も一致しないことがあります。 

 

Ｄ．利益の配当等における投資法人の税務上の取扱いに係るリスク 

 租税特別措置法第67条の15は、一定の要件（注）のもとで投資法人が投資主に対して行う

金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額（利益の配当等の額）を税務上投資法人の

損金として算入することを認めています。 

 しかし、将来にわたり、当投資法人がかかる税法上の損金算入を行うことができるとの保

証はありません。例えば、法律・通達の改正又は解釈・運用・取扱いの変更が今後行われな

いとの保証はなく、その場合には新たな要件が規定又は要請され、当投資法人がこれを遵守

できない可能性があるほか、会計処理と税務処理の取扱いの差異によりこの要件を満たすこ

とができない可能性もあります。その他、経済環境の変化や当投資法人のキャッシュフロー

の状況等による分配支払原資の不足によりこの要件を満たすだけの利益の分配ができないお

それもあります。また、投資主は常に変動するため、各事業年度の終了時において50名以上

の者により保有されているとの保証はなく、場合により、税法上の同族会社に該当すること

となる可能性がないとは言えません。また、その他の当投資法人の意図しない諸要素により

この要件を満たすことができない可能性もあります。これらの場合には利益の配当等を税務

上当投資法人の損金として算入することができなくなる可能性があります。更にまた、後日

の税務調査における税務当局と当投資法人との見解の相違により過年度の取扱いに関して更

正処分を受けた場合には、過年度において損金として算入した利益の配当等が事後的に否認

される可能性もあります。かかる場合には、投資主が得られる利益や純資産が減少すること

となり、投資主に損害を与える可能性があります。 
（注）一定の要件の主たる事項は以下のとおりであります。 

① 利益の配当等の額が配当可能所得の90％超（又は金銭の分配の金額が配当可能額の90％超）であること。 

② 他の法人の株式又は出資の50％以上を有していないこと（なお、投資法人が特定目的会社の優先出資証券の全部を保有

する場合には、一定の要件を満たすことにより、この要件に抵触しない取扱いとされている。）。 

③ 適格機関投資家（証券取引法第２条第３項第１号）以外の者から借入れを行っていないこと。 

④ 事業年度の終了時において３人以下の投資主及びその特殊関係者により発行済投資口総数の50％超を保有されている同

族会社（法人税法第２条第10号）に該当しないこと。 

⑤ 国内募集の割合が50％を超える旨が投資法人の規約において記載・記録されていること。 

⑥ 事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていること。 

 

③ 投資法人の運用資産；原資産である不動産特有のリスク 

 当投資法人は、我が国の不動産及び不動産を信託する信託の受益権を主要投資対象としてお

り、これらの原資産となる不動産等資産については、以下のリスクがあります。  

Ａ．瑕疵担保責任に係るリスク 

 不動産は個々の物件毎に個性を持ち代替性が低いため取得しようとする不動産等資産に一

定の瑕疵があった場合には、資産価値の減耗や、予定しない補修費用等が発生し、投資主に

損害を与える可能性があります。かかる瑕疵には、例えば、建物の構造、用いられる材質、

地盤、特に土地に含有される有毒物質、地質の構造等に関する欠陥や瑕疵等の他、不動産に

は様々な法規制が適用されているため、法令上の規制違反の状態をもって瑕疵とされること

もあり得ます。 

当投資法人は、取得しようとする不動産等資産に係る売買契約等において売主からの一定

の表明及び保証を取得し、瑕疵の内容等について責任の所在を明確化した上で不動産等資産
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を取得することとしておりますが、かかる表明及び保証の内容が真実かつ正確であるとの保

証はありませんし、売買契約の交渉において、売主が行う表明・保証の対象、期間又は責任

額が限定され若しくはかかる表明・保証が全く行われない場合もありえます。そこで、当投

資法人が不動産等資産を取得しようとする場合、かかる不動産等資産について自ら調査を行

うほか、信頼のおける中立の建設会社、不動産業者、リサーチ会社等の専門業者からのエン

ジニアリングレポート、地震リスク調査報告書等を取得します。しかし、上記の調査には限

界があり、取得した資料の内容、売主・その前所有者やテナントの協力の程度、調査が可能

な範囲及び時間的な制約等から、不動産等資産に関する欠陥・瑕疵について事前に全てを認

識することができるとの保証はありません。 

 更に、売主の資力が十分でない場合等、実際には売主に対して瑕疵担保責任や売買契約等

の違反による責任を追及することにより損害の回避又は回復を図ることができない場合があ

ります。 

 不動産を信託する信託の受益権の売買においても、信託の受益権の原資産である不動産に

隠れたる瑕疵があった場合には、当該不動産の実質的所有者である受益者となる当投資法人

が上記と同様のリスクを負担することになります。 

 他方、当投資法人又は信託受託者が不動産の売主となる場合には一定限度の瑕疵担保責任

を負うことになる場合があります。なお、当投資法人は宅地建物取引業法（昭和27年法律第

176号、その後の改正法も含みます。以下「宅地建物取引業法」といいます。）上、みなし

宅地建物取引業者であるため、不動産の売主として民法上負う瑕疵担保責任を排除すること

は原則としてできません。 

 加えて、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動

産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことや

予想に反して第三者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、上記と同

じく、当投資法人は売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追求すること

となりますが、その実効性があるとの保証はありません。 

 

Ｂ．不動産から得られる賃料収入に係るリスク 

 当投資法人の主な収入は、当投資法人が直接保有する不動産に係る賃料収入（不動産を信

託を通じて保有する場合は当該不動産に係る賃料収入を主たる原資とする信託契約上の収益

配当）です。不動産の賃料収入に影響を与える主なリスクは以下のとおりです。 

ⅰ．不動産の稼働状況に係るリスク 

 当投資法人がオフィスビル等を購入する場合、前所有者とテナントの賃貸借契約をその

まま承継することが多く、契約上、期中の解約権が制限されていない場合、テナントは一

定期間前の解約予告によって賃貸借契約を終了することが通常可能であるため、テナント

からの賃料は将来にわたって確定されているものではありません。解約ペナルティ条項等

を置いている場合でも、裁判所によって解約ペナルティが一部減額される可能性がありま

す。当投資法人が保有する不動産等資産において賃貸借契約の解約が増加し、また更新が

なされない結果として稼働状況が悪化するような場合には、不動産等資産から得られる賃

料収入が従前の賃料収入より減少します。また、退去するテナントへの敷金・保証金の返

還等が必要とされることとなり、ひいては当投資法人のキャッシュフローを減ずる効果を

もたらし、場合により新たな資金調達を余儀なくされ、その結果、投資主への分配金額に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

ⅱ．不動産の賃借人の信用力及び賃料未払いに係るリスク 

 賃借人（テナント）の財務状況が悪化した場合、賃貸借契約に基づく賃料支払いが滞る
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可能性があり、当投資法人のキャッシュフローに影響を及ぼすほか、この延滞賃料等の債

務（場合により原状回復費用その他の損害金を含みます。）の合計額が敷金及び保証金で

担保される範囲を超える状況となる可能性があります。特に、賃料収入のうち一のテナン

トからの賃料収入の割合が高い場合、賃料収入に与える影響が大きくなります。また、賃

貸人が賃貸借契約上の債務の履行を怠った場合には、テナントは賃料不払いを以てこれに

対抗することができるため、テナントが賃貸人側の一定の落ち度を理由に意図的な賃料不

払いを以て抗弁権を主張する可能性もあり、その場合には当該不動産等資産から得られる

賃料収入にも影響を及ぼすことになります。 

ⅲ．賃借人による賃料減額請求権行使のリスク 

 賃貸人は、不動産等資産の賃借人（テナント）が支払うべき賃料につき、賃料相場の下

落その他の様々な事情により賃料減額に合意することを余儀なくされることがあります。

更に、建物の賃借人（テナント）は、定期建物賃貸借契約で賃料減額請求権を排除する特

約がある場合を除いては借地借家法（平成３年法律第90号、その後の改正も含みます。以

下「借地借家法」といいます。）第32条により賃料減額請求を行うことができます。当事

者間で協議が整わない場合には、賃貸人は減額を相当とする裁判が確定するまでテナント

に対して賃貸人が相当と考える賃料の支払を請求することができますが、その間に賃貸人

が実際に支払を受けた賃料の額が後に裁判で認められた額を超える場合には、当該超過額

に年１割の利息を付してテナントに返還しなければなりません。 

 これに対し、一定の要件を充たす場合には、いわゆる定期建物賃貸借として、借地借家

法第32条の賃料増減額請求権を排斥する当事者間の合意は有効とされます。この場合には

賃料の減額請求がなされないため、通常の賃貸借契約に比較して契約期間中の賃料収入の

安定が期待できます。しかし、賃借室の供給が多く、今後の賃料の上昇が多く望めないよ

うな状況では賃借人（テナント）がこのような条件に合意する見返りとして賃料を低く設

定することを求める傾向があるほか、逆に将来において一般的な賃料水準が上昇したとき

にも賃貸人は賃料の増額を求められません。 

 

Ｃ．不動産管理会社に係るリスク 

 一般に、建物の保守管理を含めた不動産等資産の管理業務全般の成否は、不動産管理会社

の能力・経験・ノウハウを含めたその業務遂行能力に強く依拠することになります。管理委

託先を選定するに当たっては、当該不動産管理会社の能力・経験・ノウハウを十分考慮する

ことが前提となりますが、その不動産管理会社における人的・財産的基盤が今後も維持され

るとの保証はありません。当投資法人は、直接保有する不動産に関して当投資法人が委託し

た不動産管理会社につき、業務懈怠又は倒産事由が認められた場合、管理委託契約を解除す

ること、また、不動産を信託する信託の受益権を保有する場合には原資産である不動産に関

して信託受託者が委託した不動産管理会社につき、受益者としての指図権を行使し信託受託

者を通じて同様に解除することはできますが、不動産管理会社が交代する場合、後任の不動

産管理会社が任命されるまでは不動産管理会社不在又は機能不全のリスクが生じるため、一

時的に当該不動産等資産の管理状況が悪化するおそれがあります。 

 

Ｄ．公租公課その他の費用に係るリスク 

 不動産を取得する際に課せられる登録免許税・不動産取得税に関しては、一定の要件

（注）を満たす投資法人に対しては、軽減措置が適用されます。しかし、法律の改正等によ

り当該軽減措置の適用を受けることができなくなる可能性があります。また、法律の改正、

不動産市場の変化等により不動産の保有に係る固定資産税、都市計画税等の負担が増加する
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可能性もあります。かかる場合には、当投資法人の不動産に係る経費が増加し、結果的に投

資主に損害を与える可能性があります。その他、不動産の維持管理には様々な側面で経費を

必要とします。例えば、各種保険料の値上げ、消耗品の調達費用・修繕費・管理費を含め、

不動産管理や建物管理に係る費用の上昇、不動産管理会社その他による管理コストの上昇そ

の他の理由により、不動産の運用に関する費用は増加する可能性があります。これに対し、

不動産からの収入がこれに対応して増加するという保証はありません。 
（注）登録免許税・不動産取得税に係る一定の要件の主たる事項は以下のとおりです。なお、この軽減措置は、登録免許税に関

しては平成18年３月31日までに、不動産取得税に関しては平成17年３月31日までに取得する不動産に適用されます。 

① 規約に資産の運用方針として特定不動産（特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産、土地の

賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権）の価額の合計額が投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める

割合（特定不動産の割合）を100分の75以上とする旨の記載があること。 

② 投資法人の投資信託委託業者が、取引一任代理等の認可（宅地建物取引業法第50条の２）を受けていること。 

③ 借入れは、証券会社、銀行、保険会社等の適格機関投資家（証券取引法第２条第３項第１号）からのものであること。 

 

Ｅ．鑑定評価額に係るリスク（取得又は売却の際に取引価格と差異が生ずるリスク） 

 不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士の分析に基づ

くものであり、かつ分析の時点における評価を示したものにとどまります。また、その評価

の目的・方法は必ずしも転売や再取得の場合における市場価格を算出することではありませ

ん。従って、かかる鑑定及び価格調査の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調

査価格による売買を保証又は約束するものではありません。 

 

Ｆ．建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク 

 建物の全部又は一部は、突発的な事故又は地震や風水害等の天災地変によって、毀損、滅

失又は劣化する可能性や、一定期間建物が不稼働となる可能性があります。当投資法人は、

火災・水害等による損害を補償する企業財産総合補償保険（特約による利益補償としての財

産保険、家賃保険を含むことがあります。）又は賠償責任補償保険等を付保する方針ですが、

状況により保険契約が締結されない可能性、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発

生する可能性、保険契約でカバーされない災害や事故が発生する可能性又は保険契約に基づ

く支払いが保険会社により完全には行われず、若しくは支払が遅れる可能性も否定できませ

ん。また、保険金が支払われた場合でも、行政上の規制その他の理由により事故発生前の状

態に回復させることが不可能である可能性があります。 

 加えて、天災地変とりわけ広い地域に被害をもたらす大地震が起った場合、当投資法人の

保有に係る不動産等資産のうち複数の建物が同時に天災地変の影響を受ける可能性は否定で

きません。本書の日付現在、当投資法人は、これらいずれの不動産等資産にも地震保険を付

保しておりません。従って、地震又は地震を原因とする火災・津波等の災害による損害につ

いては、保険によるリスクカバーの対象外となっています。従って、大地震の場合、投資主

は莫大な損害を被るおそれがあります。 

 

Ｇ．売却時の不動産流動性に係るリスク 

 当投資法人は、規約に基づき、中長期の安定運用を図ることを目標として運用を行うため、

保有に係る不動産等資産の売却を頻繁に行うことは意図しておりません。但し、上記目標の

範囲内でも、保有するより売却した方が当投資法人にとってより経済的な合理性があると判

断される場合等には保有する不動産等資産の売却を行うことがあります。 

 不動産等資産は、それを譲渡する場合、流通市場の発達した有価証券取引等と比較すると、

相対的に流動性が低いという性格を有します。また、売買時に相当の時間と費用をかけてそ
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の物理的状況や権利関係等を詳細に調査するデュー・ディリジェンスを行います。デュー・

ディリジェンスの結果、当該不動産の物理的状況や権利関係等について重大な瑕疵が発見さ

れた場合には、流動性が低下したり、売買価格が減額されたりする可能性があります。その

他、不動産等資産もそれ以外の資産と同様、経済変動等によりその市場価格は変動いたしま

す。 

 更に、不動産等資産の権利関係の態様によっては、流動性等に関するリスクが相対的に増

幅されます。 

 また、経済環境や不動産需給関係の影響によっては、当投資法人が取得を希望する不動産

等資産を希望どおりの時期・条件で取得できず、又は当投資法人が売却を希望する不動産等

資産を希望どおりの時期・条件で売却できない可能性があります。これらの結果、当投資法

人の投資方針に従った運用ができず、当投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性がありま

す。加えて、隣地権者からの境界確定同意が取得できない場合、又は境界標の確認ができな

いまま当該不動産等資産を取得する場合には、後日、このような不動産等資産を処分をする

ときに事実上の障害が発生する可能性や、境界に関して紛争が発生し、所有敷地の面積の減

少、損害賠償責任の負担等、これらの不動産等資産について予定外の費用又は損失が発生す

る可能性があります。同様に、越境物の存在により、不動産等資産の利用が制限され賃料に

悪影響を与える可能性や、越境物の除去費用等の追加負担が当投資法人に発生する可能性も

あります。 

 なお、後記「５ 運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産物件」に記載されている当

投資法人の保有に係る不動産等資産のうち、新和ビルディング、恵比寿ネオナート、金沢南

町ビルディング、京都四条河原町ビルについては、本書の日付現在、境界確認は未了であり、

将来売却するまでに境界が確定しない場合には、売買価格が減額される等の可能性がありま

す。 

 

Ｈ．建築基準法等の既存不適格に係るリスク 

 不動産等資産は、建築物の敷地、構造、設備及び用途等に関して建築基準法の制限に服す

るものですが、建築物の建築時点において適格であった場合でも、その後の建築基準法等の

改正に基づく規制環境の変化により、後日建替等をする時点における建築基準法上の制限の

もとでは不適格になることがあります。その他、不動産は様々な規制のもとにあり、上記の

法令のほか、各地の条例や行政規則等により規制が及ぶ場合があります。例えば、駐車場の

付置義務、住宅の付置義務、福祉施設の付置義務等の他、道路指定による敷地面積・容積率

の減少等があります。法規制の変化によりかつて法令に適合していながら後日適合しなくな

る建物を既存不適格と呼ぶことがありますが、かような既存不適格の場合には、既存の建物

と同一の容積率・高度・設備等では建替ができなくなり、追加の設備が必要とされ、又は建

替自体が事実上困難となる可能性があります。このような場合には、当投資法人の保有に係

る不動産等資産の資産価値や譲渡価格に悪影響を与える可能性があります。 

 なお、後記「５ 運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産物件」に記載されている当

投資法人の保有に係る不動産等資産のうち、日本ブランズウィックビルについては、建築確

認後に都市計画法（昭和43年法律第100号、その後の改正も含みます。以下「都市計画法」

といいます。）に基づく用途地域の見直しがあり、また、大塚東池袋ビルディングについて

は、建物竣工後の都市計画法及び建築基準法の改正により、都市計画区域内における用途制

限に変更があったため、それぞれ現況と同様な建物を再建築することができない可能性があ

ります。 
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Ｉ．共有物件に係るリスク 

 不動産を単独で所有している場合に比べ、共有不動産は法的に様々な側面で制約を伴いま

す。 

 まず、共有物の管理には持分の価格を基準として過半数での決定が求められており、当投

資法人がある共有の不動産等資産に係る持分の過半数を有していない場合には、一方で他の

共有者による使用の可能性によりその便益の享受を制限されつつ、他方で、当該共有の不動

産等資産の管理について当投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。 

 各共有者は、自己の共有持分を自由に処分することはできますが、共有持分は単独所有の

場合と比して不利でない価格で処分できるとは限りません。他方、共有物全体を一括処分す

る際には、他の共有者全員の合意が必要となります。従って、当投資法人が不動産等資産の

共有者である場合、当投資法人の認識しないところで他の共有者が変更されることがある反

面、当投資法人が当該共有の不動産等資産への投資額を回収しようとするにも、当該共有の

不動産等資産を希望する時期及び条件で売却できないおそれがあります。一部の共有者の変

更の場合、新たな共有者の属性等によっては、当該共有の不動産等資産の管理や価値に悪影

響が出ることもあります。 

 また、各共有者は、何時でも共有物の分割を請求することができ、また、現物分割自体に

なじまない場合又は分割により価値が著しく減殺される場合には、裁判所により共有物全体

の競売を命じられることがあります。このように、共有不動産については、他の共有者から

の分割請求権行使によって、共有者は自己の望まない時期及び条件で共有物の分割を求めら

れ、又は、共有物全体が処分されることがあります。分割請求権を行使しないという共有者

間の特約は有効ですが、この特約の効力は最大５年であり、また、その旨の登記をしなけれ

ば、対象となる共有持分を新たに取得した譲受人に対抗することができません。仮に、特約

があった場合でも、特約をした者が破産、会社更生又は民事再生手続きになった場合には、

管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるとされています。但し、共有

者は、破産、会社更生又は民事再生手続きになった他の共有者の有する共有持分を相当の対

価で取得することができます。 

 不動産の共有者が賃貸人となる場合には、賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不

可分債務になると一般的には解されており、他の共有者の債権者により当該共有者の持分を

超えて賃料収入全部が差押の対象となる場合や、賃借人からの敷金返還債務を他の共有者が

その持分等に応じて履行できない際に当該共有者が敷金全部の返還債務を負う場合等、共有

者は他の賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受ける可能性があります。また、各共有

者はその持分に応じて管理の費用を払いその他共有物の負担を引受けることとされておりま

すが、いずれかの共有者が自ら負担すべき公租公課その他の費用等の支払又は履行を行わな

い場合、滞納処分や差押えを受け、不動産の管理に支障をきたし、最終的に他の共有者に損

害が生ずるおそれがあります。 

 以上のとおり、共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリス

クがあるため、既に述べた流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が

増す可能性があります。 

 なお、後記「５ 運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産物件」に記載されている当

投資法人の保有に係る不動産等資産のうち、神田橋パークビルヂング、恵比寿ネオナート、

仙台本町ホンマビルディング、金沢パークビル、ＮＨＫ広島放送センタービル（以下併せて

「本件共有物件」といいます。）において原資産たる不動産が共有物件となっております。

本件共有物件のうち、神田橋パークビルヂング、恵比寿ネオナート、仙台本町ホンマビル

ディング、金沢パークビルについては、共有者間で共有物の分割請求権不行使の特約をして
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おりますが、この登記はしておりません。但し、第三者が不分割特約を承継するように契約

上の義務を他の共有者に負わせています。また、本件共有物件のうち、神田橋パークビルヂ

ング、仙台本町ホンマビルディング、金沢パークビルについては、共有者間で共有持分の優

先的購入権の合意をすることにより、他の共有者がその共有持分を第三者に売却する場合に

優先的に購入できる機会が与えられております。他方で、他の共有者との合意により第三者

に共有持分を譲渡する場合の優先的購入権が他の共有者に与えられております。なお、ＮＨ

Ｋ広島放送センタービルについては、共有者間で、共有物の分割請求権不行使や、共有持分

を第三者に売却する場合の他の共有者の優先的購入権等について、特段、合意はなされてお

りません。 

 

Ｊ．区分所有建物に係るリスク 

 区分所有建物とは「建物の区分所有等に関する法律」（昭和37年法律第69号、その後の改

正法も含みます。以下「区分所有法」といいます。）の適用を受ける建物で、単独所有の対

象となる専有部分（居室等）と共有となる共用部分（エントランス部分等）及び建物の敷地

部分から構成されます。区分所有建物について建替決議等をする場合には、集会において区

分所有者及び議決権（管理規約に別段の定めのない限り、その有する専有部分の床面積の割

合）の５分の４以上の多数の建替決議が必要とされる等（区分所有法第62条）、区分所有法

の適用を受けない単独所有物件と比較して管理方法に制限があります。 

 各区分所有者は自己の専有部分を原則として自由に管理・処分することができるため、当

投資法人の意向にかかわりなく区分所有者が変更されることがあり、新たな区分所有者の資

力や属性等によっては、当該不動産の価値や収益が減少する可能性があります。他方、管理

規約等において当該不動産の区分所有権（敷地の共有持分を含みます。）を処分する場合に

他の区分所有者に対して一定の権利（優先交渉権等）を与える旨の管理規約等があれば、当

投資法人が区分所有権の処分を行うに際して一定の制約を受けることとなります。 

 区分所有法上、各区分所有者は管理規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用

部分の負担に任ずることとされ、これに反して自己の負担すべき公租公課や管理費等の支払

を履行しない場合には、不動産等資産の管理に支障をきたし、他の区分所有者に損害が生ず

るおそれがあります。 

 区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。 

 第一は、専有部分と敷地利用権の分離処分のリスクです。区分所有建物の専有部分を所有

するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権といいます。区分所有建物で

は、専有部分と敷地利用権の一体性を保持するため、管理規約で別段の定めがない限り、専

有部分と敷地利用権を分離して処分することが禁止されています。敷地権（敷地権とは、敷

地利用権をもとに、区分所有建物の敷地になっている土地について建物と一体化されて登記

されている権利をいいます。）の登記がなされている場合には、専有部分とは別に敷地利用

権だけが分離されて処分されても、善意の第三者を含めて当該分離処分は無効となります。

これに対し、敷地権の登記がなされていない場合には、善意の第三者に対する分離処分は有

効になりますので、敷地利用権を有しない専有部分の所有者が出現する可能性があります。

そのような場合には、区分所有建物と敷地の権利関係が複雑になるため、既に述べた売却時

の不動産流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があり

ます。 

 第二は、区分所有建物とその敷地の関係について、使用貸借権やそれに類似した利用権が

設定されている場合に、それらの利用権を設定した者から当該敷地を譲り受けた第三者が区

分所有者に対して利用権を否認してくるリスクです。使用貸借権やそれに類似した利用権設
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定関係の合意は、区分所有法上、新たな区分所有建物の買受人等の特定承継人（当該敷地の

みを譲り受けた第三者も含みます。）に対して効力を生じる（区分所有法第54条）合意とは

解されない債権的合意であるため、理論上、特定承継人が合意の存在を無視して、敷地の一

部の所有権（又は共有権）に基づき、その敷地を無償で利用している他の区分所有者に対し

て区分所有建物の明渡しを請求できないとは言い切れません。このような区分所有建物と敷

地の関係を反映して、区分所有建物の場合には、既に述べた不動産に係る流動性のリスクや、

それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。 

 なお、後記「５ 運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産物件」に記載されている当

投資法人の保有に係る不動産等資産のうち、有楽町電気ビルヂング、恵比寿ネオナート、仙

台本町ホンマビルディング、ＮＨＫ広島放送センタービル、日之出天神ビルディング（以下

併せて「本件区分所有建物」といいます。）において原資産が区分所有建物となっておりま

す。本件区分所有建物については区分所有者間で管理規約が設定されており、管理方法が詳

細に規定されております。但し、敷地権の登記はなされていません。本件区分所有建物のう

ち、有楽町電気ビルヂング、仙台本町ホンマビルディング、日之出天神ビルディングについ

ては、管理規約等の中で他の区分所有者との合意により、第三者に専有部分を譲渡する前に

他の区分所有者に優先的購入権が与えられております。また、ＮＨＫ広島放送センタービル

については、専有部分を第三者に譲渡する場合、事前に他の区分所有者から承認を得る必要

があります。 

 本件区分所有建物のうち、仙台本町ホンマビルディングについて、敷地の一部が共有と

なっているため、管理規約において区分所有者相互間において各自が有する共有敷地に関す

る無償の相互利用関係を合意しております。また、有楽町電気ビルヂング、日之出天神ビル

ディングについては、敷地の一部を他の区分所有者が単独で所有するため、当該区分所有者

との間で無償で敷地を利用する権利の設定を受けております。 

 

Ｋ．借地に係るリスク 

 当投資法人は、土地に係る所有権を取得することなく、その地上の建物を敷地利用権（借

地権等）と共に取得し、又はこのような建物を処分することがあります。この場合、建物の

処分に付随する借地権の処分に関して、敷地の所有権者の同意等が要求され又は同意にかわ

る金銭の支払を求められることがあり、その結果、当投資法人が希望する時期及び条件で建

物を処分することができないおそれがあります。また、借地権が期間満了又は建物の滅失等

により消滅した場合、当投資法人は、建物を収去し敷地を明渡すことを求められます。更に、

敷地が売却又は競売等により処分され、当投資法人が借地権について民法、建物保護法又は

借地借家法等の法令に従い対抗要件を具備しておらず又は先順位の対抗要件を具備した担保

権者が存在する場合、当投資法人は自己の借地権を対抗できないこととなります。 

 また、当投資法人が借地権を取得するに際して保証金を支払うこともあり得ますが、借地

を明渡す際に、敷地所有者の資力が保証金返還に足りないときは、保証金の全部又は一部の

返還を受けられないおそれがあります。 

 なお、後記「５ 運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産物件」に記載されている当

投資法人の保有に係る不動産等資産のうち、こころとからだの元氣プラザ、ＮＨＫ広島放送

センタービルについては土地の全部又は一部、小伝馬町新日本橋ビルディングについては原

資産である土地の一部が借地となっております。 

 

Ｌ．有害物質に係るリスク 

 土地について、一般的に産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性は否定できず、
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かかる有害物質が埋蔵されている場合には当該土地の価格の下落により、当投資法人ひいて

は投資主が損害を受ける可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の

入れ替えや洗浄が必要となる場合にはこれに係る予想外の費用が発生し、当投資法人ひいて

は投資主が損害を受ける可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を

受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、当投資法人がかかる損害を賠償す

る義務が発生する可能性があります。 

 土壌汚染等に関し、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号、その後の改正も含みます。）

が制定され、平成15年２月より施行されております。同法に規定する特定有害物質に係る一

定の施設を設置していた場合や土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が

生ずるおそれがあると認められる場合には、土壌汚染対策法に基づき、その土地の所有者、

管理者又は占有者等は、かかる汚染の状況について調査報告を命じられ、又は当該汚染の除

去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を構ずべきことを命ぜられることがあります。

この場合、当投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、当投資法人が支出を余儀

なくされた費用の償還を他者へ請求できないおそれがあります。 

 また、建物について、一般的に建材等にアスベスト、ＰＣＢその他の有害物質を含む建材

が使用されているか又は使用されている可能性があります。かかる場合には当該建物の価格

の下落の可能性があり、また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交

換が必要となる場合にはこれに係る予想外の費用が発生する可能性があります。その他、か

かる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的

に、当投資法人がかかる損害を賠償する義務が発生する可能性もあります。 

 

Ｍ．不動産の所有者責任に係るリスク 

 民法第717条では、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、そのために第三者に損害

を与えた場合には、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を防止するに

必要な注意を行っていた場合には、その所有者が損害の賠償義務を負うとされ、この所有者

の義務は無過失責任とされております。従って、当投資法人の保有に係る不動産等資産の設

置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害を与えた場合には、最終的に当

投資法人が損害賠償義務を負担するおそれがあります。 

 本書の日付現在、当投資法人の保有に係る不動産等資産に関し、一定の賠償責任補償保険

等の保険契約が締結されており、今後当投資法人が取得する不動産等資産に関しても原則と

して適切な保険を付保する予定ですが、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生し

ないとの保証はなく、また、保険事故の発生した場合に常に十分な金額の保険金が適時に支

払われるとの保証はありません。 

 

Ｎ．不動産等資産の偏在に係るリスク 

 当投資法人は、中長期の安定運用を目標として運用を行うとの投資方針に従い、不動産等

資産の取得に当たりその所在地域につき分散投資する所存です。しかし今後更に不動産等資

産の取得を行っていく過程で、当投資法人の保有に係る不動産等資産が一定の地域に偏在す

るおそれがあります。また、当投資法人の投資対象はオフィスビルを主体としているため、

その用途は相対的に限定されております。従って、不動産等資産が偏在する地域における地

震その他の災害、賃料水準の下落や稼働率の低下等が、当投資法人の収益に悪影響を及ぼす

可能性があるほか、オフィスビルにおける収益環境等の変化が当投資法人の収益に悪影響を

及ぼすおそれがあります。 

 更に、賃借人獲得に際し賃貸市場において当投資法人の保有する不動産等資産が地域的又



 

－  － 

 

 

31

は用途的に相互間で競合し、その結果、当投資法人の収益に悪影響を与えるおそれがありま

す。 

 また、一般に、当投資法人の保有に係る不動産等資産のうち資産総額に占める個別の不動

産等資産の割合は、資産総額の規模が拡大する過程で低下していくと予想されるものの、資

産総額に占める割合が大きい不動産等資産に関して、地震その他の災害、稼働率の低下、賃

料水準の下落等の事情が発生した場合には、当投資法人の収益等又は存続に著しい悪影響を

もたらす可能性があります。 

 平成16年９月30日現在、当投資法人の保有に係る不動産等資産は、オフィスビルが主体で

あり、取得価格ベースでその約73％が東京23区に集中していますが、今後、東京23区での新

規オフィスビルの供給等の影響により、オフィスビルの賃料相場は悪影響を受けるおそれが

あります。なお、平成16年９月30日現在において当投資法人が保有する不動産等資産の全賃

貸可能面積の約5.3％を占める株式会社三菱総合研究所との間で、平成13年２月１日から平

成23年３月31日までの定期建物賃貸借契約を締結しており、本書の日付現在、この契約期間

内の賃料収入は原則として確保されております。 

 

Ｏ．テナント集中に係るリスク 

 当投資法人の保有に係る不動産等資産のうち一又は複数が少数のテナントに賃借され、そ

の結果、当該テナントの資力、退去、利用状況等により、当該不動産等資産の収益が大きく

影響を受けるおそれがあります。特に、かかるテナントが賃料の減額を要求する場合はもち

ろん、退去する場合には、一度に多額の資金の返還を余儀なくされ、かつ、大きな面積の空

室が生じるため、一時的に当該不動産等資産の収益が急激に悪化することがあります。にも

かかわらず広い面積を一度に賃借するテナントを誘致するには時間がかかることがあり、場

合によっては賃貸条件を緩和することを求められ、その誘致期間と条件次第では、当投資法

人の収益が悪影響を受けるおそれがあります。 

 

Ｐ．将来における法令等の改正に係るリスク 

 不動産は様々な法律の規制の下にあり、今後法令や規制が改正され、その結果当投資法人

が損失を被るおそれがあります。かかる法規制には、民法、区分所有法、借地借家法、建築

基準法、都市計画法、消防法、各地の条例等といった不動産に係る法規制のほか、土地収用

法や土地区画整理法のような私有地の収用・制限を定めた法律等も含まれ、これらの改正等

により、不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、又はその保有、

管理、処分その他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結果、関連する費用等

が増加し又は不動産等資産の価値が減殺される可能性があります。また、環境関連法令につ

き、将来的に環境保護を目的として不動産等資産に関して規制が強化され、又は関連する法

令等が制定・改廃・施行され、不動産について、大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義

務、除去義務、損害賠償義務、その他の所有者としての無過失責任等が課される可能性があ

ります。 

 

Ｑ．テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク 

 当投資法人は、テナントの属性や資力に留意しつつ賃貸借契約を締結し、不動産管理会社

を通じてその利用状況を管理していく所存ですが、個々のテナントの利用状況をつぶさに監

督できるとの保証はなく、また、当投資法人の承諾なしにテナントによる転貸借や賃借権の

譲渡がなされるおそれもあります。また一部のテナントの属性により当該不動産等資産が悪

影響を受けることがあり、例えば、一定の反社会的勢力が賃貸人の承諾なくして建物の一部
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を占拠する等といった場合には、当投資法人は直ちにこれに対応する所存ですが、当該不動

産等資産の価値が減損し、当投資法人の収益に悪影響が及ぶおそれがあります。 

 

Ｒ．売主の倒産等の影響に係るリスク 

 当投資法人が不動産等資産を取得した後に売主が倒産した場合、かかる不動産等資産の売

買契約又はその対抗要件具備行為は、倒産した売主の管財人等により否認される可能性があ

ります。また、かかる倒産手続きに入らない場合であっても、当該不動産等資産の売買契約

が当該売主の債権者により詐害行為を理由に取り消される可能性があります。この場合、否

認等により不動産等資産を取り戻される一方で支払った代金等は倒産手続きにおける平等弁

済の対象となり、著しく低い金額しか回収できないことがあります。その他、当投資法人を

買主とするある売買取引を、その実質に従い又はその他の理由により、担保付融資取引の性

質を持つ取引であると法的に評価し、その結果、当該不動産等資産はなおも売主（倒産手続

きであればその財団）に属すると判断されることがあります。その場合には、当投資法人は

特に担保権の行使に対する制約を受けることがあります。 

 

Ｓ．竣工前の不動産等資産の取得に係るリスク 

 当投資法人は、建物竣工を条件として竣工前の物件の購入につき合意する場合があり、竣

工を条件として予め開発段階で売買契約を締結する場合には、既に竣工済みの物件を取得す

る場合に比べて、次のようなリスクが加わります。 

ⅰ．開発途中において、天災地変により、又は工事における事故その他の予期し難い事由の

発生により、あるいは地中障害物、埋蔵文化財若しくは土壌汚染等の発見により、開発

が遅延、変更又は中止されるリスク。 

ⅱ．工事請負業者の倒産若しくは請負契約の不履行により、又は行政上の許認可手続の遅延

等により、開発が遅延、変更又は中止されるリスク。 

ⅲ．竣工後のテナントの確保が当初の期待を下回り、見込みどおりの賃貸事業収入を得られ

ないリスク。 

ⅳ．上記の事由その他により開発コストが当初の予想を大幅に上回り、又はその他予期せぬ

事情により開発が遅延、変更若しくは中止されるリスク。 

 上記のリスクが顕在化した場合には、開発物件からの収益等が当投資法人の予想を大き

く下回る可能性がある他、予定された時期に物件の引渡しを受けられないおそれや予定ど

おりの収益をあげられないおそれの他、予定外の費用や損失を当投資法人が被る可能性が

あり、その結果、投資主に損害を与える可能性があります。 

 

Ｔ．取得予定資産を組入れることができないリスク 

 当投資法人は、常に新たな資産取得に向けた市場調査と物件売却情報の入手に努めており、

必要に応じ、潜在的な売主との間で交渉を行うほか、新たな資産の取得が決定された場合に

は、適時開示に努めます。実際に物件取得を行う旨合意し適時開示を行った場合にも、内装

工事や修繕、物件の特性、売主その他の権利者との協議の結果として、実際の引渡し・資産

運用の開始までに一定期間を要することがあります。物件取得の合意から引渡しまでの間に、

経済環境が著しく変動した場合等においては、当該資産を購入することができないおそれも

否定できず、その結果、予定した収益を上げることが困難となり、ひいては投資主に損害を

与える可能性があります。 

 なお、当投資法人は現に保有する投資対象資産及び当該資産のみを取得することを目的と

して組成されたものではありません。今後、資産運用会社を通じて資産の運用において、保
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有不動産の売却及び当該資産以外の特定資産の取得又は売却が行われる可能性があります。 

 

④ 投資法人の運用資産；信託の受益権特有のリスク 

 当投資法人が、不動産、土地の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権を取得する場合に

は、以下のような信託の受益権特有のリスクがあります。 

Ａ．信託受益者として負うリスク 

 信託受益者とは信託の利益を享受するものですが、他方で受託者が信託事務の処理上発生

した信託財産に関する租税、受託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを原因として第三者

が損害を被った場合の賠償費用等の信託費用については、最終的に受益者が負担することに

なっております。すなわち、信託受託者が信託財産としての不動産を所有し管理するのは受

益者のためであり、その経済的利益と損失は、最終的には全て受益者に帰属することになり

ます。従って、当投資法人が不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権

を取得する場合には、信託財産に関する十分なデュー・ディリジェンスを実施し、保険金支

払能力に優れる保険会社を保険者、受託者を被保険者とする損害保険を付保すること等、当

投資法人自ら不動産を取得する場合と同等の注意をもって取得する必要がありますし、一旦

不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権を保有するに至った場合には、

信託受託者を介して、原資産が不動産である場合と実質的にほぼ同じリスクを受益者たる当

投資法人が負担することになり、その結果、投資主に損害を与える可能性があります。 

 

Ｂ．信託の受益権の流動性に係るリスク 

 投資法人が信託の受益権を保有し、信託受託者を通じて信託財産としての不動産を処分す

る場合には、既に述べた不動産の流動性リスクが存在します。また信託の受益権を譲渡しよ

うとする場合には、信託受託者の承諾を契約上要求されるのが通常です。更に、不動産、土

地の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権については証券取引法上の有価証券としての

性格を有しておりませんので、債権譲渡と同様の譲渡方法によって譲渡することになり、有

価証券ほどの流動性があるわけではありません。また、信託の受益権の流通市場や明確な仲

介業務ルールを定める法令が存在するわけでもありません。また、信託受託者は原則として

瑕疵担保責任を負っての信託不動産の売却を行わないため、当投資法人の意思にかかわらず

信託財産である不動産の売却ができなくなる可能性があります。 

 

Ｃ．信託受託者に係るリスク 

ⅰ．信託受託者の破産・会社更生等に係るリスク 

 信託法（大正11年法律第62号、その後の改正も含みます。以下「信託法」といいま

す。）上、受託者が倒産手続きの対象となった場合に、信託財産が破産財団又は更生会社

の財産その他受託者の固有財産に属するか否かに関しては明文の規定はないものの、信託

法の諸規定、とりわけ信託財産の独立性という観点から、登記等の対抗要件を具備してい

る限り、信託財産が受託者の破産財団又は更生会社の財産その他受託者の固有財産に帰属

するリスクは極めて低いと判断されます。但し、信託財産であることを破産管財人等の第

三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記をする必要がありますので、

不動産を信託する信託の受益権については、この信託設定登記がなされるものに限り当投

資法人は取得する予定です。しかしながら、必ずこのような取扱いがなされるとの保証は

ありません。 

ⅱ．信託受託者の債務負担に伴うリスク 

 信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、あるい
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は信託財産である不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託

する信託の受益権を財産とする当投資法人が不測の損害を被る可能性があります。かかる

リスクに備え、信託法は信託の本旨に反した信託財産の処分行為の取消権を受益者に認め

ていますが、当投資法人は、常にかかる権利の行使により損害を免れることができるとは

限りません。 

 

⑤ リスクに対する管理体制 

 当投資法人は、上記①ないし④に記載のリスクに対し、当投資法人自らが投信法の規制を遵

守することはもとより、資産運用会社において様々な社内規則を設けてこれに対処することと

し、また、最適と思われる組織体制と人材の配置・遵法精神の涵養を含めた教育体制を敷いて

おります。 

 具体的には、資産運用会社は、不動産に関するリスクの回避・最小化を図るため、不動産等

資産の取得・維持・売却にあたり、遵守すべき規則として資産管理計画書を定めていることに

加え、計算期毎に少なくとも１回、運用会議にて、運用方針の決定・見直しに関し慎重な検討

を行います。また、個別の不動産等資産の取得に当たっては、随時運用会議を開催し、個別に

検討を行います。かかる二度の検討を経ることにより、異なる観点からリスクへの対策を図り

ます。なお、各会議の詳細につきましては、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第４ 関係

法人の状況 １ 資産運用会社の概況 (2）運用体制 ②投資運用の意思決定機構」をご参照

ください。 

 加えて、資産運用会社は、コンプライアンス（法令遵守）統括部署としてコンプライアンス

室を設置し、コンプライアンスに関する社内規則の策定、実施計画の策定、コンプライアンス

体制全般の見直し及びコンプライアンスの推進に関する取組みを委ねると共に、かかる施策を

取締役会に定期的に報告することとしています。なお、資産運用会社のコンプライアンス規程

において、下記のとおり対策をとることが定められています。 

Ａ．コンプライアンス上の問題への対応の基本 

 各部における個別の業務に関し、コンプライアンス上問題となるおそれのある事項が発生

した場合には、直ちにコンプライアンス室に照会・相談する業務運営の仕組みを構築してお

ります。また、コンプライアンス上問題となるおそれのある重要な事件・事故が発生した場

合には、速やかに報告、解決、原因究明、再発防止策の策定を行うよう徹底してまいります。 

 

Ｂ．問題発生時の対応と報告 

 法令違反等の問題が発生した場合、資産運用会社では、迅速に事実関係を調査し、原因を

究明したうえで再発防止策を講ずるほか、必要に応じて監督官庁への報告等を行います。法

令・規則違反又はそのおそれのある行為等の問題を認識した資産運用会社の役職員は、以下

のとおり報告しなければならないこととされています。 

ⅰ．職員については、自ら所属する各部のコンプライアンス担当者に報告するものとします。 

ⅱ．報告を受けたコンプライアンス担当者は直ちにコンプライアンス室に報告するものとし

ます。 

 

 上記の報告経路（以下「レポーティング・ライン」といいます。）とは別に、資産運用会社の

すべての役職員につき、法令違反等のおそれがあると認識した場合、コンプライアンス室に直接

に、報告・相談することを可能とする体制（以下「コンプライアンス・ホットライン」といいま

す。）を整備しております。なお、コンプライアンス・ホットラインの利用者があらゆる面で不

利な扱いを受けることはないものとされております。 
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 また、資産運用会社は、運用する不動産ファンド等に係るリスクを適切に管理するため、リス

ク管理統括部署としてリスク管理室を設置し、当該リスク管理室に対し、各種リスク管理の基本

方針の立案及び推進の他、各種リスク管理業務の運営体制に関する問題点の検討等を委ねると共

に、かかる施策を資産運用会社の取締役会に定期的に報告することとしています。 

 また、当投資法人においても、投信法に従い、少なくとも３ヶ月に１度役員会を開催して当投

資法人の業務執行の適正を図るほか、一定の重要な事項は役員会の決議又は役員会への報告を要

することとし、資産運用会社を監督・管理します。 

 以上のように、資産運用会社及び当投資法人における重層的な検証を通じ、実効性あるリスク

管理体制を整備しますが、かかる社内体制が常に最適に稼働し上記のいかなるリスクも顕在化し

ないとの保証はありません。かかる社内体制が最適に機能しない場合、投資主に損害が及ぶおそ

れがあることは否定できません。 
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４【手数料等及び税金】 

(1）【申込手数料】 

 該当事項はありません。 

 

(2）【買戻し手数料】 

 当投資法人は投資主の請求による払戻しを行わないクローズド・エンド型の投資法人です。 

 投資口の買戻しの制度はありません。 

 

(3）【管理報酬等】 

① 役員報酬 

(ⅰ）執行役員報酬 

 執行役員報酬は、１ヶ月につき１人当たり80万円を上限とし、その報酬月額は、役員会

で決定します。支払時期は毎月末日とし、執行役員の指定する口座へ振込により支払うも

のとします。 

(ⅱ）監督役員報酬 

 監督役員報酬は、１ヶ月につき１人当たり30万円を上限とし、その報酬月額は、役員会

で決定します。支払時期は毎月末日とし、監督役員の指定する口座へ振込により支払うも

のとします。 

 

② 一般事務受託者への支払手数料 

Ａ．投資口の名義書換等に関する事務 

(ⅰ）支払手数料の計算方法 

 委託する下記業務内容のⅳ．（但し、投資主総会関係書類の発送及び議決権行使書の受

理、集計に関する事務を除きます。）、ⅴ．、ⅵ．及びⅷ．に対する手数料は、各営業期

間における毎月末の総資産額に年率0.095％を乗じて得た金額の合計額を上限として算出

された金額とします。委託する下記業務内容のⅰ．、ⅱ．、ⅲ．及び ⅶ．並びに ⅳ．の

うち投資主総会関係書類の発送及び議決権行使書の受理、集計に関する事務に対する手数

料は、１営業期間につき当該営業期間に係る決算日の総資産額の0.1％を上限とし、投資

主数、名義書換等の事務処理量等に応じて算出された金額とします。 

(ⅱ）支払方法及び支払時期 

 営業期間毎に(ⅰ)により計算した支払手数料並びに当該手数料金額に係る消費税及び地

方消費税相当額を、一般事務受託者からの請求を受けた月の翌月末日までに一般事務受託

者の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。 

（業務内容） 

ⅰ．投資口の名義書換に関する事務 

ⅱ．投資証券の発行に関する事務 

ⅲ．投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務 

ⅳ．投資主総会、役員会の機関の運営に関する事務 

ⅴ．計算に関する事務 

ⅵ．会計帳簿の作成に関する事務 

ⅶ．投資主に対して分配をする金銭の支払いに関する事務 

ⅷ．納税に関する事務 

 

Ｂ．本投資法人債の名義書換等に関する事務 
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(ⅰ）支払手数料の計算方法 

 本投資法人債に関して委託する下記業務内容に対する手数料は、第１回投資法人債につ

いて金1,000万円、第２回投資法人債について金600万円、第３回投資法人債について金

700万円とします。 

 なお、下記業務に関わる一般事務受託者は、社債等登録法（昭和17年法律第11号、その

後の改正法を含みます。以下「社債等登録法」といいます。）に基づく登録機関を兼ねて

おり、登録機関として行なう応募者登録に対する手数料は、各投資法人債につき以下のと

おりです。 

ⅰ．第１回投資法人債 

 額面金額のうち、100億円以下の部分については額面金額の10,000分の10、100億円超

200億円以下の部分については額面金額の10,000分の９、200億円超250億円以下の部分

については額面金額の10,000分の８。 

ⅱ．第２回投資法人債 

 額面金額の10,000分の10。 

ⅲ．第３回投資法人債 

 額面金額の10,000分の10。 

（業務内容） 

ⅰ．当投資法人発行の各投資法人債に関わる発行事務 

・本投資法人債申込証の作成及び取りまとめ 

・払込金の取りまとめ 

・応募者登録請求書の取扱 

・本投資法人債原簿及び本投資法人債券台帳の作成 

・その他当投資法人と一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務 

ⅱ．本投資法人債に関わる期中事務 

・本投資法人債券の調整及び本投資法人債権者への交付 

・本投資法人債原簿及び本投資法人債券台帳の管理 

・本投資法人債権者からの費用の徴求 

・利子所得税の納付 

・その他当投資法人と一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務 

(ⅱ）支払方法及び支払時期 

 上記(ⅰ)記載の業務内容に対する手数料は、第１回投資法人債に関しては平成14年６月

21日に、第２回投資法人債及び第３回投資法人債に関しては平成15年４月30日に、それぞ

れ各投資法人債の払込金から、当該手数料及びその消費税を控除することにより、支払済

みです。 

 

Ｃ．本投資法人債の元利金支払事務 

(ⅰ）支払手数料の計算方法 

 本投資法人債について委託する元利金支払事務に対する手数料は、いずれも次のとおり

とします。 

・元金償還に対しては額面金額の1,000分の１。 

但し、登録債であって上記手数料により計算される手数料額が１件につき金10万円を超

える場合は、金10万円とする。 

・利息支払に対しては利息金額の1,000分の２。 

(ⅱ）支払方法及び支払時期 
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 上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税は、それぞれ各投資法人債の投資法人債

管理会社を経由して本投資法人債の元利金支払事務に係る一般事務受託者に支払うものと

し、当該投資法人債管理会社が支払済み本投資法人債券等の精査及び交付した元利金支払

基金との照合等の確認を行なった後、当該一般事務受託者にその取扱金額に応じて交付し

ます。 

 

③ 投資法人債管理会社への支払手数料 

(ⅰ）支払手数料の計算方法 

 本投資法人債について、投資法人債管理の委託に関する手数料は、いずれも発行日から

償還期日までの間、毎１ヶ年本投資法人債現存額100円につき金２銭とします。 

(ⅱ）支払方法及び支払時期 

 上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税は、以下の方法により支払うものとしま

す。 

・計算期間 

利息を支払うべき日（以下「利息支払期日」といいます。）の翌日より次回利息支払期

日までとする。但し、初回は発行日の翌日より最初の利息支払期日までとする。 

・計算方法 

投資法人債管理会社は、各利息支払期日の２ヶ月前の末日（以下「投資法人債管理手数

料計算基準日」といいます。）の本投資法人債の総額に上記料率を乗じた金額を当投資

法人に請求する。但し、初回は発行額に対して計算する。計算期間が６ヶ月未満の場合

は、その６ヶ月間の日割計算とする。なお、投資法人債管理手数料計算基準日以降利息

支払期日までに買入消却その他により、本投資法人債の総額が減少した場合、投資法人

債管理会社は利息支払期日における本投資法人債総額にて投資法人債管理手数料金額を

計算し、差額を返戻する。 

・支払日 

当投資法人は本投資法人債の発行日及び各利息支払期日の３日前（但し、銀行休業日は

算入しない。）に、上記計算方法に基づき計算された本投資法人債管理手数料を投資法

人債管理会社に前払いする。 
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④ 投資信託委託業者への支払報酬 

 投資信託委託業者に支払う報酬は、期間報酬、インセンティブ報酬、取得報酬、譲渡報酬

から構成されます。それぞれの報酬の計算方法と支払時期は、以下のとおりです。 

 報酬 計算方法と支払時期 

 期間報酬  営業期間における経常キャッシュフローに応じ、下記の計算式により求められた金額の

合計額。なお、ここで経常キャッシュフローとは、当投資法人の損益計算書上の経常損益

に減価償却費及び繰延資産償却費を加えて、特定資産の売却損益及び評価損益（特別損益

の部に計上されるものを除きます。）を除いた金額とします（以下「ＣＦ」といいま

す。）。また期間報酬の計算に際しては、当該期間報酬及び以下に規定するインセンティ

ブ報酬控除前のＣＦを基準とします。 

 支払時期は、当該営業期間に係る決算日後３ヶ月以内とします。 

［計算式］ 

・ＣＦが25億円以下の部分に対し、8.0％を乗じて得た金額 

・ＣＦが25億円超40億円以下の部分に対し、5.0％を乗じて得た金額 

・ＣＦが40億円超の部分に対し、3.0％を乗じて得た金額 

 インセンティ

ブ報酬 

① 投資口１口当たりのＣＦが(ⅰ）直近の６営業期間（インセンティブ報酬を計算する

時点における当該営業期間を含みます。以下同様とします。）連続で前期間と同額か増

加し、かつ、(ⅱ）インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間における

投資口１口当たりのＣＦが前営業期間比で増加した場合は、下記の計算式により求めら

れた金額。 

［計算式］ 

(当該営業期間に係る決算日の投資口１口当たりＣＦ－前営業期間に係る決算日の投資口

１口当たりＣＦ）× 当該営業期間に係る決算日の発行済投資総口数 × 30.0％ 

② 上記①(ⅰ)の条件を満たせなかった場合であっても、投資口１口当たりのＣＦが直近

の６営業期間の単純平均を上回り、かつ上記①(ⅱ)の条件を満たしている場合は、下記

の計算式により求められた金額。 

［計算式］ 

(当該営業期間に係る決算日の投資口１口当たりＣＦ－当該営業期間を含む直近の６営業

期間の単純平均の投資口１口当たりＣＦ）× 当該営業期間に係る決算日の発行済投資総

口数 × 30.0％ 

 なお、投資口１口当たりＣＦは、ＣＦを各営業期間末時点の発行済投資総口数で除する

ことにより算出します。またインセンティブ報酬の計算に際しては、インセンティブ報酬

控除前のＣＦを基準とします。 

 支払時期は、上記①②とも、各営業期間に係る決算日後３ヶ月以内とします。 

 取得報酬  前記「２ 投資方針 (１）投資方針 ① 投資の基本方針」で定める不動産等のう

ち、六で定める「不動産に関する匿名組合出資持分」以外の特定資産を取得した場合にお

いて、その売買代金(建物に係る消費税及び地方消費税相当分を除きます。以下同じで

す。）に1.0％を上限とする料率を乗じて得た金額。但し、投資信託委託業者の株主及び

その連結対象会社からの取得の場合は、その売買代金に0.25％を乗じて得た金額。 

 支払時期は、当該資産を取得した日（所有権移転等の権利移転の効果が発生した日）の

月末から３ヶ月以内とします。 

 譲渡報酬  前記「２ 投資方針 (１）投資方針 ① 投資の基本方針」で定める不動産等のう

ち、六で定める「不動産に関する匿名組合出資持分」以外の特定資産を譲渡した場合にお

いて、その売買代金に0.5％を上限とする料率を乗じて得た金額。 

 支払時期は、当該資産を譲渡した日（所有権移転等の権利移転の効果が発生した日）の

月末から３ヶ月以内とします。 
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 なお、各報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた

金額を投資信託委託業者の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。 

 

⑤ 資産保管会社への支払手数料 

(ⅰ）支払手数料の計算方法 

 各営業期間における毎月末の総資産額に年率0.02％を乗じて得た金額の合計額を上限と

して算出された金額を基本とし、保有資産に不動産、不動産の賃借権又は地上権が含まれ

る場合は、当該資産毎に６ヶ月あたり125万円を上限として算出された手数料金額を決定

し、その金額を加算します。 

(ⅱ）支払方法及び支払時期 

 営業期間毎に上記(ⅰ)により計算した支払手数料並びに当該手数料金額に係る消費税及

び地方消費税相当額を、資産保管会社からの請求を受けた月の翌月末日までに資産保管会

社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。 

 

⑥ 会計監査人の報酬 

 会計監査人の報酬額は、１営業期間につき1,500万円を上限として役員会で決定します。

その支払時期は、決算日後３ヶ月以内に会計監査人の指定する口座へ振込により支払うもの

とします。 

 

(4）【その他の手数料等】 

① 投資証券の発行に係る費用 

 本投資証券を今後追加発行する場合には、当該発行に係る費用として、投資口申込証、有

価証券届出書（届出目論見書）及び投資証券の作成費用、弁護士及び会計士に支払う費用、

投資証券発行に係る印紙税、投資口募集の宣伝広告費等は、当投資法人の負担となります。 

 

② 特定資産の取得・譲渡時の費用 

 当投資法人が特定資産の取得・譲渡を行うときの費用は、全て当投資法人に帰属します。 

具体的には、不動産等資産の取得に際しては、ⅰ．登録免許税、ⅱ．不動産取得税、ⅲ．売

買契約締結に伴う印紙税、ⅳ．仲介手数料、ⅴ．登記に際して支払う司法書士報酬、ⅵ．

デュー・ディリジェンス等の不動産調査費用等、不動産等資産の譲渡に際しては、ⅰ．売買

契約締結に伴う印紙税、ⅱ．仲介手数料、ⅲ．登記に際して支払う司法書士報酬、ⅳ．

デュー・ディリジェンス等の不動産調査費用等は、当投資法人の負担となります。 

 

③ その他資産運用上の費用 

 前記②に記載する特定資産の取得・譲渡時の費用の他、特定資産が不動産である場合には

公租公課・管理業務費・水道光熱費・損害保険料等の不動産の保有に係る費用、特定資産が

信託の受益権である場合には信託報酬、当投資法人の借入金及び投資法人債に係る費用等の

当投資法人の資産運用に係る費用は、全て当投資法人に帰属します。 

 

(5）【課税上の取扱い】 

 日本の居住者又は日本法人である当投資法人の投資主に対する課税は、以下のような取扱

いとなります。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。 

① 投資主が受取る金銭の分配 

(ⅰ）利益の分配 
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(a）個人の場合 

 株式の利益の配当等と同様に配当所得です。 

 平成20年３月31日までに受け取る当上場投資口の利益の分配は10％の税率（所得税

７％、住民税３％）、そして平成20年４月１日以後に受け取る利益の分配は20％の税率

（所得税15％、住民税５％）により源泉徴収が行われ、金額にかかわらずこの源泉徴収

だけで納税手続きを終了させること（確定申告を不要とすること）ができます（注）

１．。 

(b）法人の場合 

 平成20年３月31日までに受け取る当上場投資口の利益の分配は７％、平成20年４月１

日以後に受け取る利益の分配は15％の税率により所得税が源泉徴収されます。なお、住

民税の源泉徴収は法人にはありません。 

 受取配当等の益金不算入は適用されません。 

(ⅱ）利益を超える金銭の分配 

(a）個人の場合 

 利益を超える金銭の分配金は、投資法人の投資口の消却を伴わない出資の払戻し額

（減資）として取扱われます。出資の払戻し額のうち、利益の分配として取扱われる金

額がある場合には、その金額はみなし配当金額（注）２．として、そしてこのみなし配

当金額を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額（注）３．として取扱われます。 

 みなし配当金額の取扱いは、上記(ⅰ)(a)の利益の分配と同様となります。 

 投資口の譲渡に係る収入金額に関しては、この金額に対応する投資主の譲渡原価を算

定（注）４．し、投資口の譲渡損益の額を計算（注）５．します。この譲渡損益の取扱

いは、下記②(ⅰ)の投資口の譲渡における証券会社等を通じた譲渡等の場合と原則同様

となります。 

 出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この出資の払戻しを受ける直前の投

資口の取得価額から、出資の払戻しに係る上記譲渡原価を控除した金額（注）６．とな

ります。 

(b）法人の場合 

 利益を超える金銭の分配金は、投資法人の投資口の消却を伴わない出資の払戻し額

（減資）として取扱われます。出資の払戻し額のうち、利益の分配として取扱われる金

額がある場合には、その金額はみなし配当金額（注）２．として、そしてこのみなし配

当金額を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額（注）３．として取扱われます。 

 みなし配当金額の取扱いは、上記(ⅰ)(b)の利益の分配と同様となります。 

 投資口の譲渡に係る収入金額に関しては、この金額に対応する投資主の譲渡原価を算

定（注）４．し、投資口の譲渡損益の額を計算（注）５．します。 

 出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この出資の払戻しを受ける直前の投

資口の取得価額から、出資の払戻しに係る上記譲渡原価を控除した金額（注）６．とな

ります。 

 

② 投資口の譲渡 

(ⅰ)個人の場合 

 株式を譲渡した場合と同様に、株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、

平成16年４月１日以後の譲渡に対しては原則20％（所得税15％、住民税５％）の税率によ

り課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡所得等との相殺は認められま

すが、株式等の譲渡所得等の金額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺す
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ることができません。 

 当上場投資口を証券会社等を通じて譲渡した場合は以下の特例の対象となります。 

(a）申告分離課税の上記20％の税率は、平成19年12月31日までの譲渡は10％（所得税７％、

住民税３％）となります。 

(b）当上場投資口の譲渡等により損失が生じた場合において、その損失をその譲渡日の属

する年度における他の株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない結果株式等の譲渡

所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件に、この損失を翌年以降３年間にわた

り、株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除を行うことが認められます（譲渡損失

の繰越控除制度）。 

(c）平成13年11月30日から平成14年12月31日までに取得した当上場投資口等を平成17年１

月１日から平成19年12月31日までの間に譲渡等した際には、購入額合計が1,000万円に達

するまでのものに係わる譲渡所得等については非課税の取扱いとなります（1,000万円の

非課税の特例）。 

(d）当上場投資口を証券会社等における特定口座の源泉徴収選択口座（源泉徴収を選択し

た特定口座）内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選

択が認められます（注）７。源泉税率は、平成19年12月31日までの譲渡は10％（所得税

７％、住民税３％）、そして平成20年１月１日以後の譲渡は20％（所得税15％、住民税

５％）となります。 

(ⅱ）法人の場合 

 有価証券の譲渡として譲渡損益を計上します。 
 

（注）１．確定申告をすることにより総合課税の対象とすることもできます。なお、大口投資主（発行済投資口総数の５％以

上を保有）は20％の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による確定申告を行う必要があります。確定申告

の際においては、配当控除の適用を受けることはできません。 

 

（注）２．みなし配当金額は、以下のように算定されます。この金額に関しては、当投資法人からお知らせします。 

 みなし配当金額 ＝ 出資の払戻し額 － 投資主の所有投資口に対応する投資法人の出資等の金額 

上記「投資主の所有投資口に対応する投資法人の出資等の金額」は以下のように算定されます。 

   投資主の所有投資口に対応する投資法人の出資等の金額 ＝  

   出資払戻し直前の投資法人の出資等の金額   

  投資法人の出資払戻し総額  

  
× 

投資法人の前営業年度末の簿価純資産価額  
(＊) 

  投資主の出資払戻し直前の所有投資口数   

  
× 

投資法人の出資払戻し直前の発行済投資口総数   

（＊）この割合は小数点第三位未満の端数があるときは切上げとなります。 

 

（注）３．投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のように算定されます。 

 投資口の譲渡に係る収入金額 ＝ 出資の払戻し額 － みなし配当金額 （注）２ 

 

（注）４．投資主のこの譲渡原価の額は以下のように算定されます。 

 譲渡原価の額 ＝     

 投資法人の出資払戻し総額  

 
出資払戻し直前の取得価額 ×

投資法人の前営業年度末の簿価純資産価額  
(＊) 

（＊）この割合は小数点第三位未満の端数があるときは切上げとなります。また、この割合に関しては、

当投資法人からお知らせします。 
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（注）５．投資口の譲渡損益の額は以下のように算定されます。 

 投資口の譲渡損益の額 ＝ 譲渡収入金額 （注）３． － 譲渡原価の額 （注）４． 

 

（注）６．出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は以下のように算定されます。 

 出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額 ＝  

 出資の払戻しを受ける直前の投資口の取得価額 － 譲渡原価の額 （注）４． 

 

（注）７．源泉徴収選択口座内における譲渡等に関しては、1,000万円の非課税の特例の対象となりません。また、申告不要

の選択をした場合には、譲渡損失の繰越控除制度は適用できません。 
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５【運用状況】 

(1）【投資状況】 
    （平成16年９月30日現在）

資産の種類 
内容等に 
よる区分 

用途等に 
よる区分 

地域等による区分(注)2.
価格(注)3. 
（千円） 

資産総額に対
する投資比率 
（％） 

東京23区 125,098,308 48.6 

首都圏（東京23区除く） 5,553,621 2.2 

地方都市 30,693,095 11.9 
不動産 － オフィスビル 

計 161,345,025 62.7 

東京23区 51,645,926 20.1 

首都圏（東京23区除く） 3,146,485 1.2 

地方都市 23,996,706 9.3 

不動産を信託
する信託の受
益権(注)1. 

オフィスビル 

計 78,789,118 30.6 

預金等のその他資産 － 17,238,586 6.7 

その他の資産 

計 － 96,027,705 37.3 

計 － 257,372,731 100.0 

 

 金額（千円） 資産総額に対する比率（％） 

資産総額（注）4. 257,372,731 100.0 

負債総額（注）4. 120,093,518 46.7 

純資産総額（注）4. 137,279,213 53.3 

 （注）１．不動産を信託する信託の受益権には、不動産及び土地の賃借権を信託する信託の受益権も含まれます。 

 （注）２．首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。 

 （注）３．価格は、不動産及び不動産を信託する信託の受益権について資産の種類・区分に応じた貸借対照表計上額を記載しております。貸

借対照表計上額は、取得価額（取得に伴う付帯費用を含みます。）から、減価償却累計額を控除した金額です。なお、不動産を信

託する信託の受益権には信託財産内の預金は含まれていません。 

 （注）４．資産総額、負債総額及び純資産総額は、貸借対照表における資産合計、負債合計及び出資合計を記載しています。 

 

(2）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

 該当事項はありません。 
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②【投資不動産物件】 

(ⅰ) 当投資法人の保有に係る不動産等資産の概要（一覧表） 

 下記の表は、平成16年９月30日現在における当投資法人の保有に係る不動産等資産の概要

を一覧表にまとめたものです。個々の不動産等資産については、下記「(ⅱ)当投資法人の保

有に係る不動産等資産の概要（個別物件表）」をご参照ください。 

取得価格(注)3. 
地域区分 物件名称 

特定資産 
の種類 

稼働率(注)1. 
期末算定価格 
（百万円）(注)2. 

（百万円） 比率

地域別
比率

こころとからだの 
元氣プラザ 

不動産(注)6. 100.0％ 5,700 5,000 2.1％

ＭＤ神田ビル 不動産 100.0％ 8,130 9,520 4.0％

神田橋パーク 
ビルヂング 

不動産 100.0％ 4,840 4,810 2.0％

三菱総合研究所 
ビルヂング 

不動産信託受益権 100.0％ 30,400 27,267 11.4％

有楽町電気 
ビルヂング 

不動産 100.0％ 6,820 7,200 3.0％

小伝馬町新日本橋 
ビルディング 

不動産信託受益権
(注)6. 

100.0％ 3,240 3,173 1.3％

ビュレックス京橋 不動産 100.0％ 5,290 5,250 2.2％

青山クリスタルビル 不動産 100.0％ 7,330 7,680 3.2％

芝二丁目大門 
ビルディング 

不動産信託受益権 100.0％ 5,250 4,859 2.0％

コスモ金杉橋ビル 不動産信託受益権 100.0％ 2,920 2,808 1.2％

新和ビルディング 不動産 88.0％ 7,800 7,830 3.3％

高輪台ビルディング 不動産信託受益権 100.0％ 2,530 2,738 1.1％

JALトラベルビル 不動産信託受益権 100.0％ 1,420 1,362 0.6％

大森駅東口 
ビルディング 

不動産信託受益権 100.0％ 5,180 5,123 2.1％

日本ブランズウィック 
ビル 

不動産 99.3％ 7,170 6,670 2.8％

代々木１丁目ビル 不動産 100.0％ 8,710 8,700 3.6％

ダヴィンチ原宿 不動産 100.0％ 5,140 4,885 2.0％

神宮前メディア 
スクエアビル 

不動産 91.3％ 12,670 12,200 5.1％

渋谷クロスタワー 不動産 99.9％ 34,400 34,600 14.4％

恵比寿ネオナート 不動産 100.0％ 4,220 
3,740 
360 

合計 4,100 
1.7％

大塚東池袋 
ビルディング 

不動産信託受益権 91.0％ 3,410 3,541 1.5％

池袋二丁目 
ビルディング 

不動産信託受益権 100.0％ 1,420 1,728 0.7％

東京23区 

池袋ＹＳビル 不動産 90.5％ 4,450 4,500 1.9％

73.2％

さいたま浦和 
ビルディング 

不動産 92.1％ 2,360 
1,232 
1,342 

合計 2,574 
1.1％

新横浜 
ファーストビル 

不動産 75.4％ 1,620 3,000 1.3％

首都圏
(注)4. 

首都圏 
（東京23区 
除く） 

川崎砂子 
ビルディング 

不動産信託受益権 100.0％ 3,140 3,375 1.4％

3.7％
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取得価格(注)3. 
地域区分 物件名称 

特定資産 
の種類 

稼働率(注)1. 
期末算定価格 
（百万円）(注)2. 

（百万円） 比率

地域別
比率

仙台本町ホンマ 
ビルディング 

不動産信託受益権 100.0％ 2,930 2,924 1.2％

新潟礎町西万代橋 
ビルディング 

不動産信託受益権 95.8％ 755 1,010 0.4％

金沢パークビル 不動産 90.5％ 5,390 
2,880 
1,700 

合計 4,580 
1.9％

金沢南町 
ビルディング 

不動産信託受益権 84.0％ 1,010 1,331 0.6％

名古屋広小路 
ビルヂング 

不動産 98.3％ 14,600 14,533 6.1％

名古屋御園ビル 不動産 100.0％ 1,840 1,865 0.8％

京都四条河原町ビル 不動産 88.8％ 2,050 2,650 1.1％

堺筋本町ビル(注)5. 不動産 40.1％ 4,170 
2,264 
1,900 

合計 4,164 
1.7％

御堂筋ダイワビル 不動産信託受益権 96.1％ 13,500 
6,934 
7,380 

合計 14,314 
6.0％

神戸伊藤町 
ビルディング 

不動産信託受益権 96.2％ 966 1,436 0.6％

ＮＨＫ広島放送 
センタービル 

不動産(注)6. 80.6％ 1,350 1,320 0.6％

東晴天神 
ビルディング 

不動産 92.0％ 1,370 1,550 0.6％

地方都市 

日之出天神 
ビルディング 

不動産信託受益権 84.3％ 3,470 3,657 1.5％

23.1％

  合計 93.6％ 238,961 218,437 100.0％

 （注）１．稼働率は、小数点第二位を四捨五入して表示しております。 

 （注）２．期末算定価格は、当投資法人の規約及び総理府令「投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算

書及び附属明細書に関する規則」に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価額（決算日を価格時点として、大和不動産鑑定株式會社

又は株式会社鑑定法人エイ・スクエアが行った鑑定評価による）を記載しております。その評価方法等については、下記「(ⅱ) 

当投資法人の保有に係る不動産等資産の概要（個別物件表）Ｂ．取得価格、鑑定評価額及び期末算定価格等に関する説明」をご参

照ください。 

 （注）３．取得価格には、取得に伴う付帯費用は含まれておりません。 

 （注）４．首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。 

 （注）５．平成16年7月1日付けにて、「福助堺筋本町ビル」は「堺筋本町ビル」に名称を変更しました。本書において以下同じ意味で用いま

す。 

 （注）６．「こころとからだの元氣プラザ」及び「ＮＨＫ広島放送センタービル」の特定資産の種類は、不動産及び土地の賃借権です。また、

「小伝馬町新日本橋ビルディング」の特定資産の種類は、不動産及び土地の賃借権を信託する信託の受益権です。 

 （注）７．上記の表は、不動産等資産が共有又は区分所有である場合には、当投資法人の保有に係る不動産等資産の概要のみを記載し、他の

共有者や区分所有者の保有部分に係る不動産等資産の価格は除外したものであります。 

 

(ⅱ) 当投資法人の保有に係る不動産等資産の概要（個別物件表） 

 後記の表は、平成16年９月30日現在において当投資法人の保有に係る不動産等資産の概要

を個別に表にまとめたものです（以下「個別物件表」といいます。）。 

 かかる個別物件表をご参照頂くに際し、そこで用いられる用語は以下のとおりです。個別

物件表はかかる用語の説明と併せてご参照ください。 
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Ａ．特定資産の概要に関する説明 

 「特定資産の概要」は、以下の方針に従って記載されています。 

・「特定資産の種類」とは、当投資法人が保有する特定資産の状態をいいます。 

・「所在地」欄の「土地地番」及び「面積」、「構造」、「建築時期」の各欄は、登記

簿に記載されているものを記載しています。 

・「用途地域」は、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類を記載して

います。 

・「建物用途」は、登記簿に記載されている種類のうち、主要なものを記載しています。 

・「所有形態」は、不動産等資産である土地に関して当投資法人又は不動産信託の受託

者が保有する権利の種類及びその割合並びに不動産等資産である建物に関する権利の

種類及び敷地利用権割合（共有割合を含む。）を記載しています。 

 

Ｂ．取得価格、鑑定評価額及び期末算定価格等に関する説明 

 当投資法人の保有する不動産等資産については、財団法人日本不動産研究所、株式会社

鑑定法人エイ・スクエア又は大和不動産鑑定株式會社による不動産鑑定評価書及び不動産

価格調査書が作成されています。かかる不動産鑑定評価書及び不動産価格調査書の取得に

関し、資産運用会社としては、不動産等資産の取得時に不動産鑑定評価書を取ることとし、

不動産等資産の取得後一定期間経過後、及び決算期末毎にその価格の推移を知るために不

動産価格調査書を取得する方針です。なお、これら不動産鑑定評価書及び不動産価格調査

書については、その内容を保証するものではなく、意見に過ぎません。以下、不動産鑑定

評価書及び不動産価格調査書の概要について記載します。 

(a）鑑定評価及び価格調査の基本的事項 

ⅰ．価格の種類 

 特定価格 

 鑑定評価及び価格調査における価格の種類は、平成14年７月３日付けにて改正され、

平成15年１月１日付けにて施行された「不動産鑑定評価基準」に基づき、投信法に基づ

く評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格である、特定価格であ

ります。 

 なお、評価対象不動産は、投資採算性を基準に意思決定を行う機関投資家等がプライ

スリーダーとなって市場価値が形成されるものと認められるので、現実の社会経済情勢

の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する

適正な価格（正常価格）と本件特定価格には特段の差異はないものと認められます。 
（注）価格時点が平成14年７月３日以前の鑑定評価及び価格調査における価格の種類は、平成14年７月３日付け改正前の

「不動産鑑定評価基準」に基づき、正常価格でありますが、評価対象不動産は、投資採算性を基準に意思決定を行

う機関投資家等がプライスリーダーとなって市場価値が形成されるものと認められるので、投信法に基づく評価目

的の下で、投資家に示す投資採算価値を表す価格である現行の特定価格と本件正常価格には特段の差異はないもの

と認められます。 

ⅱ．利害関係 

 鑑定評価に関与した不動産鑑定士は、鑑定の対象である不動産に関する利害関係はあ

りません。また、対象である不動産に関し利害関係を有する者との縁故関係はありませ

ん。 

 なお、当投資法人と、不動産鑑定評価書を作成した財団法人日本不動産研究所、株式

会社鑑定法人エイ・スクエア又は大和不動産鑑定株式會社との間に、利害関係はありま

せん。なお、平成16年９月30日現在、大和不動産鑑定株式會社は、当投資法人の投資口

を20口保有しています。 



 

－  － 
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(b）鑑定評価において適用した手法及び試算価格の調整方針 

 本件においては、原価法及び収益還元法（直接還元法及びＤＣＦ法）を適用し、評価

対象不動産が投資採算性を基準として投資判断を行う機関投資家等の投資対象となり得

る不動産であり、投資採算性が重視されて市場において価格が形成されていると認めら

れるため、鑑定評価額は、収益価格を採用することにより鑑定評価額が決定されていま

す。原価法による積算価格は収益価格を検証するための指標として活用しています。 

 なお、収益還元法は直接還元法及びＤＣＦ法を採用していますが、還元利回り及び割

引率の査定に当たっては、将来のキャッシュフローの動向及び類似性を有する不動産の

取引事例に係る取引利回りが調査分析の対象とされています。 

(c）その他 

 「本件不動産の取得価格合計に対する比率」は、当該特定資産の取得価格を全特定資

産の取得価格の合計で除した比率を記載しております。なお、小数点第二位を四捨五入

して表示しております。 

 

Ｃ．賃貸借の概況に関する説明 

・テナントの総数は、建物床の貸付けについて賃貸借契約を締結している相手方による

もののみを対象としております（駐車場、袖看板等建物床の貸付けではない賃貸借契

約の相手方は含みません。）。 

・総賃貸可能面積・総賃貸面積は、小数点以下を切り捨てて表示しております。 

・稼働率は、小数点第二位を四捨五入して表示しております。 

・総賃貸可能面積・総賃貸面積には、貸会議室や管理人室・倉庫として使用又は賃貸し

ている面積は含んでおりません。 

 

Ｄ．損益等の状況に関する説明 

・後掲の「重要な会計方針」に則して、損益状況を表記しております。 
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物件名称：こころとからだの元氣プラザ 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産及び土地の賃借権 取得価格 5,000百万円

取得年月日 平成14年10月31日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

2.1％

信託設定日 － 価格時点 平成14年９月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 5,450百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 5,450百万円

土地地番 
東京都千代田区飯田橋三丁目12番１ 
他３筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 4,810百万円

所在地 

住居表示 
東京都千代田区飯田橋三丁目６番５
号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 5,700百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 5,249百万円

土地 1,052.80㎡（注）１． 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 6,722.02㎡ テナント総数 1

総賃貸可能面積 4,791㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付８階建 

総賃貸面積 4,791㎡

建築時期 昭和60年９月 稼働率 100.0％

土地 所有権（一部賃借権） 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社菱栄ビルマネジメント 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 222,527

(B）賃貸事業費用 113,505

 管理業務費 13,246

 水道光熱費 14,986

 公租公課 19,205

 損害保険料 323

〔特記事項〕 
①当該土地に含まれる土地の賃借権については、土地の賃
貸借契約期間（平成23年満了）を更新する場合には、地
主に対し更新料を支払う可能性があります。 
②当該土地の賃借権を他人に譲渡する場合は、地主の承諾
が必要となります。 
③当該建物の鉄骨に耐火被覆材としてアスベストが使用さ
れており、当該建物の改修・解体時には法令に従った処
理が必要となります。 
 
 
 
 
 

 修繕費 38,384

 減価償却費 24,994

 その他費用 2,365

（注）１．当該土地は一部土地の賃借権が含まれており、当該
箇所の面積（93.65㎡）は登記簿面積です。 

 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
109,021

 



－  － 
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物件名称：ＭＤ神田ビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 9,520百万円

取得年月日 平成14年５月31日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

4.0％

信託設定日 － 価格時点 平成14年３月31日

信託受託者 － 鑑定評価額 9,530百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 9,530百万円

土地地番 東京都千代田区神田美土代町９番１ 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 7,800百万円

所在地 

住居表示 
東京都千代田区神田美土代町９番１
号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 8,130百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 9,425百万円

土地 1,085.83㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 8,185.11㎡（注）１． テナント総数 2

総賃貸可能面積 6,269㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根10階建 

総賃貸面積 6,269㎡

建築時期 平成10年２月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 物産不動産株式会社 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 324,227

(B）賃貸事業費用 128,286

 管理業務費 22,022

 水道光熱費 18,184

 公租公課 25,221

 損害保険料 490

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 12,935

 減価償却費 49,175

 その他費用 255

（注）１．附属建物を含みます。 
 
 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
195,940

 



－  － 
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物件名称：神田橋パークビルヂング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 4,810百万円

取得年月日 平成14年８月15日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

2.0％

信託設定日 － 価格時点 平成14年７月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 4,920百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 4,920百万円

土地地番 
東京都千代田区神田錦町一丁目19番
１ 他８筆（注）1. 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 3,900百万円

所在地 

住居表示 
東京都千代田区神田錦町一丁目19番
１号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 4,840百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 4,773百万円

土地 1,218.56㎡（注）２． 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 9,370.25㎡（注）３． テナント総数 7

総賃貸可能面積 3,687㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付10階建 

総賃貸面積 3,687㎡

建築時期 平成５年７月 稼働率 100.0％

土地 所有権（注）４． 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権（注）５． 

不動産管理会社 三菱地所株式会社 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 181,476

(B）賃貸事業費用 53,872

 管理業務費 1,151

 水道光熱費 ―

 公租公課 18,137

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  損害保険料 334

 修繕費 7,335

 減価償却費 26,913

 その他費用 ―

（注）１．全９筆の内１筆は建物の他の共有者と共有しており
ます。 

（注）２．建物敷地全体の面積（他の共有者の持分を含みま
す。） 

（注）３．建物１棟全体の延床面積（他の共有者の持分を含み
ます。） 

（注）４．１筆261.71㎡及び７筆計567.24㎡の各共有持分
10,000分の8,817 

（注）５．共有持分10,000分の5,676 
(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

127,604
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物件名称：三菱総合研究所ビルヂング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 27,267百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

11.4％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 27,100百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 27,100百万円

土地地番 
東京都千代田区大手町二丁目９番２ 
他１筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 33,400百万円

所在地 

住居表示 
東京都千代田区大手町二丁目３番６
号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 30,400百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 27,058百万円

土地 3,441.35㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 26,372.92㎡（注）１． テナント総数 4

総賃貸可能面積 18,006㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付15階建 

総賃貸面積 18,006㎡

建築時期 昭和45年７月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社菱栄ビルマネジメント 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 1,063,977

(B）賃貸事業費用 340,633

 管理業務費 87,309

 水道光熱費 114,676

 公租公課 75,707

 損害保険料 1,542

〔特記事項〕 
①当該土地の北側部分に「東京都市計画道路補助線街路第
124号線」の都市計画が計画決定されております。 
②当該建物には耐火被覆材料としてアスベストが使用され
ており飛散防止のため表面に樹脂処理を施しておりま
す。当該建物の改修・解体時には法令に従った処理が必
要となります。 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 1,055

 減価償却費 59,892

 その他費用 450

（注）１．別棟（面積：101.74㎡）として登記されている建物
分を含みます。 

 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
723,344
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物件名称：有楽町電気ビルヂング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 7,200百万円

取得年月日 平成15年８月１日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

3.0％

信託設定日 － 価格時点 平成15年７月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 6,830百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 6,830百万円

土地地番 
東京都千代田区有楽町一丁目３番10 
他26筆（注）1. 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 8,760百万円

所在地 

住居表示 
東京都千代田区有楽町一丁目７番１
号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 6,820百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 7,573百万円

土地 5,749.91㎡（注）２． 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 70,287.65㎡（注）３． テナント総数 15

総賃貸可能面積 4,694㎡

構造 
鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンク
リート造陸屋根地下４階付20階建 

総賃貸面積 4,694㎡

建築時期 昭和50年９月 稼働率 100.0％

土地 所有権（注）４. 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 
区分所有権（建物所有割合：
10.78％）＊管理規約あり 

不動産管理会社 有電ビル管理株式会社 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 267,069

(B）賃貸事業費用 108,651

 管理業務費 38,550

 水道光熱費 18,677

 公租公課 32,154

〔特記事項〕 
①当該建物の鉄骨に耐火被覆材としてアスベストが使用さ
れており、当該建物の改修・解体時には法令に従った処
理が必要となります。 
②当該建物は区分所有されており、区分所有者間での管理
規約においては専有部分及び敷地の譲渡に係る他の区分
所有者の優先買取権に関する事項等が定められておりま
す。なお、当該土地に対しかかる区分所有建物の敷地権
の設定は行われておりません。 

 損害保険料 483

 修繕費 836

 減価償却費 17,948

 その他費用 ―

（注）１．27筆の内24筆は建物の他の区分所有者が所有。 
（注）２．建物敷地全体の面積（建物の他の区分所有者の持分

を含みます。） 
（注）３．建物１棟全体の延床面積（建物の他の区分所有者の

持分を含みます。） 
（注）４．３筆619.35㎡。一部に地下鉄道敷設を目的とした地

上権の設定があります。 
 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

158,418



－  － 
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物件名称：小伝馬町新日本橋ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 
不動産及び土地の賃借権を信託する
信託の受益権 

取得価格 3,173百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

1.3％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 3,140百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 3,140百万円

土地地番 
東京都中央区日本橋小伝馬町１番２ 
他５筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 2,860百万円

所在地 

住居表示 
東京都中央区日本橋小伝馬町４番９
号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 3,240百万円

建物用途 事務所・店舗 当期末簿価 3,034百万円

土地 773.28㎡（注）１． 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 5,822.88㎡ テナント総数 5

総賃貸可能面積 3,897㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付９階建 

総賃貸面積 3,897㎡

建築時期 平成３年11月 稼働率 100.0％

土地 所有権（一部賃借権） 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 162,031

(B）賃貸事業費用 75,665

 管理業務費 16,282

 水道光熱費 11,650

 公租公課 14,995

 損害保険料 347

〔特記事項〕 
①当該土地に含まれる土地の賃借権については、土地の賃
貸借契約期間（平成33年満了）を更新する場合には、地
主に対し更新料を支払う必要があります。 
②当該土地の貸借権を他人に譲渡する場合は、地主の承諾
が必要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 1,716

 減価償却費 27,222

 その他費用 3,451

（注）１．当該土地は一部土地の賃借権が含まれており、当該
箇所の面積（228.18㎡）は登記簿面積でなく土地の
賃貸借契約上の面積となっています。 

 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
86,365



－  － 
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物件名称：ビュレックス京橋 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 5,250百万円

取得年月日 平成14年７月22日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

2.2％

信託設定日 － 価格時点 平成14年６月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 5,040百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 5,040百万円

土地地番 東京都中央区京橋二丁目７番11 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 3,930百万円

所在地 

住居表示 東京都中央区京橋二丁目７番14号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 5,290百万円

建物用途 事務所・店舗 当期末簿価 5,326百万円

土地 756.03㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 5,470.54㎡ テナント総数 1

総賃貸可能面積 4,279㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付８階建 

総賃貸面積 4,279㎡

建築時期 平成14年２月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社スペースデザイン 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 150,000

(B）賃貸事業費用 51,833

 管理業務費 ―

 水道光熱費 ―

 公租公課 13,518

 損害保険料 331

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 117

 減価償却費 37,867

 その他費用 ― 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

98,166



－  － 
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物件名称：青山クリスタルビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 7,680百万円

取得年月日 平成15年３月14日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

3.2％

信託設定日 － 価格時点 平成15年１月15日

信託受託者 － 鑑定評価額 7,430百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 7,430百万円

土地地番 
東京都港区北青山三丁目64番 他３
筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 6,820百万円

所在地 

住居表示 東京都港区北青山三丁目５番12号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 7,330百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 7,742百万円

土地 989.30㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 8,094.36㎡ テナント総数 9

総賃貸可能面積 4,916㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下４階付10階建 

総賃貸面積 4,916㎡

建築時期 昭和57年12月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社ザイマックス 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 259,557

(B）賃貸事業費用 94,183

 管理業務費 14,533

 水道光熱費 19,314

 公租公課 22,841

 損害保険料 492

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 1,358

 減価償却費 35,428

 その他費用 215
 
 
 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

165,373



－  － 
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物件名称：芝二丁目大門ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 4,859百万円

取得年月日 平成13年９月10日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

2.0％

信託設定日 平成13年９月10日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 4,740百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 4,740百万円

土地地番 東京都港区芝二丁目１番１ 他１筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 5,650百万円

所在地 

住居表示 東京都港区芝二丁目３番３号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 5,250百万円

建物用途 事務所・店舗 当期末簿価 5,023百万円

土地 2,820.90㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 16,235.10㎡ テナント総数 30

総賃貸可能面積 9,643㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋
根地下２階付８階建 

総賃貸面積 9,643㎡

建築時期 昭和59年３月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社東管 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 305,912

(B）賃貸事業費用 172,709

 管理業務費 39,901

 水道光熱費 27,639

 公租公課 38,172

 損害保険料 850

〔特記事項〕 
当該建物の地下２階機械室に設置されている非常用発電機
の一部にアスベストが巻かれています。塔屋１階機械室に
設置されている排気ファンとダクトの接続部材にもアスベ
ストが含有されている可能性があります。当該建物の改
修、解体時には法令に従った処理が必要となります。 
 

 修繕費 34,244

 減価償却費 31,886

 その他費用 13 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

133,203



－  － 

 

 

58

物件名称：コスモ金杉橋ビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 2,808百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

1.2％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 2,730百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 2,730百万円

土地地番 東京都港区芝一丁目313番７ 他５筆

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 2,720百万円

所在地 

住居表示 東京都港区芝一丁目10番11号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 2,920百万円

建物用途 事務所・給油所 当期末簿価 2,714百万円

土地 758.54㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 5,420.93㎡ テナント総数 7

総賃貸可能面積 4,062㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付９階建 

総賃貸面積 4,062㎡

建築時期 平成４年３月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 136,529

(B）賃貸事業費用 60,869

 管理業務費 14,137

 水道光熱費 9,569

 公租公課 13,930

 損害保険料 307

〔特記事項〕 
①建物１階給油所部分には、コスモ石油株式会社が所有す
る次の設備等があります。 
給排水設備、オイルタンク、消火水槽、計量機、給油・
給気配管、動力・電灯設備、コンプレッサー、電動リフ
ト、ファンクションボックス、ウォールタンク、洗車
機、看板類、その他給油所設備 
②当該物件の所有者である信託の受託者は、給油所をコス
モ石油株式会社に賃貸（但し、賃借人たるコスモ石油株
式会社が給油所内に所有している上記諸設備を除きま
す。）しておりますが、特約条項により、当該賃借人
は、法令その他の環境基準に定める基準値を超える土壌
汚染、地下水汚染等が無いように措置をとる義務を負担
しており、契約終了に基づく明渡後２年間は土壌汚染、
地下水汚染等による信託受託者の損害を補償することに
なっております。  修繕費 1,457

 減価償却費 21,466

 その他費用 ― 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

75,660



－  － 
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物件名称：新和ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 7,830百万円

取得年月日 平成16年９月１日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

3.3％

信託設定日 － 価格時点 平成16年８月31日

信託受託者 － 鑑定評価額 7,800百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 7,800百万円

土地地番 東京都新宿区西新宿三丁目141番1 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 5,742百万円

所在地 

住居表示 東京都新宿区西新宿三丁目2番4号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 7,800百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 7,934百万円

土地  822.00㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 8,291.69㎡ テナント総数 7

総賃貸可能面積 6,265㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付10階建 

総賃貸面積 5,513㎡

建築時期 平成元年11月 稼働率 88.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社東管 

運用期間 
自 平成16年９月１日
至 平成16年９月30日
（日数30日） 

(A）賃貸事業収入 36,127

(B）賃貸事業費用 8,849

 管理業務費 2,819

 水道光熱費 16

 公租公課(注)１． 28

 損害保険料 97

〔特記事項〕 
境界確認は、平成16年9月30日現在未了です。 
 

 修繕費 ―

 減価償却費 5,888

 その他費用 ―

(注)1.（参考）平成16年固定資産税・都市計画税額41,075千円 
 
 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
27,277



－  － 
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物件名称：高輪台ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 2,738百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

1.1％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 2,750百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 2,750百万円

土地地番 
東京都品川区東五反田三丁目109番１
他１筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 2,700百万円

所在地 

住居表示 
東京都品川区東五反田三丁目１番５
号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 2,530百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 2,639百万円

土地 1,416.17㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 5,762.70㎡（注）１． テナント総数 1

総賃貸可能面積 4,091㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンク
リート造陸屋根13階建 

総賃貸面積 4,091㎡

建築時期 平成３年１月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 相互住宅株式会社 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 140,272

(B）賃貸事業費用 65,728

 管理業務費 16,281

 水道光熱費 11,085

 公租公課 13,155

 損害保険料 372

〔特記事項〕 
当該建物の立体駐車場の外壁にアスベスト含有材料が使用
されています。当該建物の改修・解体時には法令に従った
処理が必要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 1,285

 減価償却費 22,530

 その他費用 1,018

（注）１．附属建物を含みます。 
 
 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
74,543



－  － 
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物件名称：ＪＡＬトラベルビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 1,362百万円

取得年月日 平成13年９月10日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

0.6％

信託設定日 平成13年９月10日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 1,330百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 1,330百万円

土地地番 
東京都目黒区下目黒三丁目257番１ 
他５筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 1,550百万円

所在地 

住居表示 東京都目黒区下目黒三丁目７番10号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 
商業地域、近隣商業地域、第一種住
居地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 1,420百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 1,303百万円

土地 1,401.52㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 5,269.58㎡（注）１． テナント総数 1

総賃貸可能面積 3,383㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付６階建 

総賃貸面積 3,383㎡

建築時期 平成３年９月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社東管 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 89,245

(B）賃貸事業費用 48,180

 管理業務費 11,708

 水道光熱費 11,123

 公租公課 10,466

 損害保険料 300

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 10

 減価償却費 14,571

 その他費用 ―

（注）１．附属建物を含みます。 
 
 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
41,064

 



 

－  － 
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物件名称：大森駅東口ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 5,123百万円

取得年月日 平成13年９月10日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

2.1％

信託設定日 平成13年９月10日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 4,950百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 4,950百万円

土地地番 東京都大田区大森北一丁目５番２ 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 5,230百万円

所在地 

住居表示 東京都大田区大森北一丁目５番１号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 5,180百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 4,841百万円

土地 2,199.30㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 14,095.34㎡ テナント総数 19

総賃貸可能面積 7,708㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付11階建 

総賃貸面積 7,708㎡

建築時期 平成元年７月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社東管 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 251,083

(B）賃貸事業費用 141,189

 管理業務費 31,479

 水道光熱費 21,684

 公租公課 26,860

 損害保険料 791

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 3,182

 減価償却費 57,163

 その他費用 27 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

109,894



 

－  － 
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物件名称：日本ブランズウィックビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 6,670百万円

取得年月日 平成16年３月24日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

2.8％

信託設定日 － 価格時点 平成16年３月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 6,930百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 6,930百万円

土地地番 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番６ 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 6,940百万円

所在地 

住居表示 
東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番７
号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 7,170百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 6,728百万円

土地 1,497.52㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 11,957.38㎡ テナント総数 17

総賃貸可能面積 7,347㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付９階建 

総賃貸面積 7,296㎡

建築時期 昭和49年３月 稼働率 99.3％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社菱栄ビルマネジメント 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 308,002

(B）賃貸事業費用 100,834

 管理業務費 37,589

 水道光熱費 24,801

 公租公課(注)１． 16

 損害保険料 579

〔特記事項〕 
建築確認後に都市計画法に基づく用途地域の見直しがあっ
たため、現況と同様の建物を再建築することができない可
能性があります。 
 

 修繕費 1,729

 減価償却費 32,617

 その他費用 3,500

（注）１．（参考）平成16年固定資産税・都市計画税額43,490
千円 

 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
207,167



 

－  － 
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物件名称：代々木１丁目ビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 8,700百万円

取得年月日 平成16年４月１日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

3.6％

信託設定日 － 価格時点 平成15年８月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 8,400百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 8,400百万円

土地地番 
東京都渋谷区代々木一丁目22番1 
他4筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 7,070百万円

所在地 

住居表示 東京都渋谷区代々木一丁目22番1号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域、第二種住居地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 8,710百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 8,817百万円

土地 1,755.75㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 10,778.10㎡ テナント総数 1

総賃貸可能面積 7,772㎡

構造 
鉄骨・鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付14階建 

総賃貸面積 7,772㎡

建築時期 平成15年10月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社東管 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 281,200

(B）賃貸事業費用 84,923

 管理業務費 5,628

 水道光熱費 4

 公租公課(注)１． 14

 損害保険料 636

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 363

 減価償却費 78,278

 その他費用 ―

（注）１．（参考）平成16年固定資産税・都市計画税額 
47,163千円 

 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
196,276



 

－  － 
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物件名称：ダヴィンチ原宿 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 4,885百万円

取得年月日 平成14年11月22日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

2.0％

信託設定日 － 価格時点 平成14年７月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 4,950百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 4,950百万円

土地地番 東京都渋谷区神宮前三丁目25番５ 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 4,280百万円

所在地 

住居表示 東京都渋谷区神宮前三丁目25番15号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域・近隣商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 5,140百万円

建物用途 事務所・店舗 当期末簿価 5,017百万円

土地 839.66㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 4,359.20㎡ テナント総数 6

総賃貸可能面積 3,051㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付７階建 

総賃貸面積 3,051㎡

建築時期 昭和62年12月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社ザイマックス 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 193,155

(B）賃貸事業費用 54,812

 管理業務費 11,433

 水道光熱費 11,518

 公租公課 11,740

 損害保険料 309

〔特記事項〕 
当該土地の西側都道（明治通り）に「東京都市計画道路幹
線街路環状第５の１号線」の都市計画が計画決定されてお
ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 3,102

 減価償却費 16,707

 その他費用 ― 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

138,343



 

－  － 
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物件名称：神宮前メディアスクエアビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 12,200百万円

取得年月日 平成15年10月９日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

5.1％

信託設定日 － 価格時点 平成15年８月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 12,350百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 12,350百万円

土地地番 
東京都渋谷区神宮前六丁目25番７他
13筆（注）１． 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 12,494百万円

所在地 

住居表示 東京都渋谷区神宮前六丁目25番14 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域、第二種住居地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 12,670百万円

建物用途 事務所、店舗 当期末簿価 12,301百万円

土地 2,261.68㎡（注）１． 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 9,420.42㎡ テナント総数 7

総賃貸可能面積 5,558㎡

構造 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋
コンクリート造 
陸屋根地下２階付９階建 総賃貸面積 5,074㎡

建築時期 平成10年３月 稼働率 91.3％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 316,568

(B）賃貸事業費用 144,495

 管理業務費 30,585

 水道光熱費 25,825

 公租公課 26,380

 損害保険料 706

〔特記事項〕 
当該土地の南東側都道（明治通り）に「東京都市計画道路
幹線街路環状第５の１号線」の都市計画が事業認可されて
おります。 
 
 

 修繕費 1,421

 減価償却費 56,677

 その他費用 2,900

（注）１．当該建物敷地として、要役地地役権に基づく承役地
３筆（269.01㎡）を含みます。なお、当該要役地地
役権は、要役地に建築した当該建物に対する建築基
準法で定める、容積率、建ぺい率等による建物の敷
地確保及び再建築を目的として設定されています。 

 
(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

172,072

 



 

－  － 
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物件名称：渋谷クロスタワー 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 34,600百万円

取得年月日 平成13年11月30日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

14.4％

信託設定日 － 価格時点 平成13年８月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 34,500百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 34,500百万円

土地地番 
東京都渋谷区渋谷二丁目15番１ 他
１筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 35,000百万円

所在地 

住居表示 東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 34,400百万円

建物用途 事務所・店舗・ホール 当期末簿価 35,532百万円

土地 5,153.45㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 61,862.33㎡ テナント総数 52

総賃貸可能面積 29,775㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造 
陸屋根地下３階付32階建 

総賃貸面積 29,739㎡

建築時期 昭和51年４月 稼働率 99.9％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社菱栄ビルマネジメント 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 1,497,338

(B）賃貸事業費用 888,983

 管理業務費 184,417

 水道光熱費 171,917

 公租公課 147,855

 損害保険料 4,183

〔特記事項〕 
当該建物には耐火被覆材としてアスベストが使用されてお
り、当該建物の改修・解体時には法令に従った処理が必要
となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 120,604

 減価償却費 257,647

 その他費用 2,357 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

608,355

 



 

－  － 
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物件名称：恵比寿ネオナート 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 
①3,740百万円
② 360百万円

取得年月日（注）１． 
①平成15年11月14日 
②平成16年4月1日 

本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

①、②合計で1.7％

信託設定日 － 価格時点 
①平成15年10月1日
②平成16年 3月1日

信託受託者 － 鑑定評価額 
①3,740百万円
② 369百万円

信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 
①3,740百万円
② 369百万円

土地地番 東京都渋谷区恵比寿四丁目65番６ 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 
①2,260百万円
② 241百万円

所在地 

住居表示 東京都渋谷区恵比寿四丁目１番18号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 4,220百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 4,107百万円

土地 5,005.70㎡（注）２． 賃貸借の概況（平成16年９月31日現在） 

面積 

建物 36,598.38㎡（注）３． テナント総数 3

総賃貸可能面積 2,462㎡

構造 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付18階建 

総賃貸面積 2,462㎡

建築時期 平成６年10月 稼働率 100.0％

土地 所有権（注）４． 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 
区分所有権（注）５． 
＊管理規約あり 

不動産管理会社 株式会社東管 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 143,630

(B）賃貸事業費用 77,882

 管理業務費 16,222

 水道光熱費 7,641

〔特記事項〕 
①全体建物は、オフィス棟、住宅棟で構成され、当投資法人の所有部

分には、管理規約に基づく規約共用部（住宅棟、オフィス棟店舗区

画、駐車場等）の共有持分90,000,000分の11,069,450が含まれま

す。 

②当該建物は区分所有されており、区分所有者間での管理規約におい

ては、（a）第三者への譲渡に関しての事前の届出に関する事項、

（b）駐車場、店舗、住宅部分等の規約共用部分の管理組合による運

用に関する事項が定められております。 

 なお、当該土地に対しかかる区分所有建物の敷地権の設定は行われ

ておりません。 

③境界確認は、平成16年9月30日現在未了です。 
 公租公課(注)６． 10,299

 損害保険料 468

 修繕費 1,485

 減価償却費 41,765

 その他費用 ―

(注)1. ①の取引時において、土地の所有権（共有持分 敷地全体の9分の1）

並びに建物の区分所有権（オフィス棟3階）及び区分所有権の共有持

分（オフィス棟4階共有持分5,534,725分の4,465,275）を取得してお

り、②の取引時に当該物件の土地の所有権（共有持分 敷地全体の

90,000,000分の1,069,450）と建物の区分所有権（共有持分 オフィス

棟4階部分の5,534,725分の1,069,450）を取得しております。 

(注)2. 建物敷地全体の面積（他の共有者の持分を含みます。） 

(注)3. 建物1棟全体の延床面積（建物の他の区分所有者の持分を含みま

す。） 

(注)4. 共有持分：建物敷地全体の90,000,000分の11,069,450 

(注)5. オフィス棟3階及び4階の区分所有権 

(注)6. （参考）平成16年固定資産税・都市計画税額 21,785千円 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

65,748

 



 

－  － 
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物件名称：大塚東池袋ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 3,541百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

1.5％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 3,440百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 3,440百万円

土地地番 東京都豊島区東池袋二丁目2421番６ 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 2,950百万円

所在地 

住居表示 東京都豊島区東池袋二丁目32番22号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域・第一種住居地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 3,410百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 3,345百万円

土地 2,121.39㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 9,531.28㎡ テナント総数 10

総賃貸可能面積 7,114㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付８階建 

総賃貸面積 6,477㎡

建築時期 昭和62年11月 稼働率 91.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 相互住宅株式会社 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 174,731

(B）賃貸事業費用 94,823

 管理業務費 23,952

 水道光熱費 16,225

 公租公課 14,641

 損害保険料 554

〔特記事項〕 
建物竣工（昭和62年11月）後に行なわれた平成４年の都市
計画法及び建築基準法の改正により、当該物件の存在する
都市計画区域内における用途制限に変更があったため、現
況と同様の建物を再建築することができない可能性があり
ます。 
 
 

 修繕費 1,909

 減価償却費 37,506

 その他費用 33 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

79,908

 



 

－  － 
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物件名称：池袋二丁目ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 1,728百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

0.7％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 1,680百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 1,680百万円

土地地番 
東京都豊島区池袋二丁目14番７ 他
３筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 1,260百万円

所在地 

住居表示 東京都豊島区池袋二丁目14番２号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 1,420百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 1,685百万円

土地 397.26㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 3,157.51㎡ テナント総数 7

総賃貸可能面積 2,186㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付９階建 

総賃貸面積 2,186㎡

建築時期 平成２年５月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 相互住宅株式会社 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 72,890

(B）賃貸事業費用 38,693

 管理業務費 11,308

 水道光熱費 6,846

 公租公課 5,902

 損害保険料 160

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 1,214

 減価償却費 13,130

 その他費用 130 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

34,197

 



 

－  － 
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物件名称：池袋ＹＳビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 4,500百万円

取得年月日 平成16年８月２日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

1.9％

信託設定日 － 価格時点 平成16年６月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 4,300百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 4,300百万円

土地地番 
東京都豊島区南池袋一丁目29番35 
他1筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 3,020百万円

所在地 

住居表示 東京都豊島区南池袋一丁目13番23号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 4,450百万円

建物用途 事務所、駐車場 当期末簿価 4,566百万円

土地 1,384.56㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 7,464.64㎡ テナント総数 8

総賃貸可能面積 5,715㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付８階建 

総賃貸面積 5,171㎡

建築時期 平成元年12月 稼働率 90.5％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社ザイマックス 

運用期間 
自 平成16年８月２日
至 平成16年９月30日
（日数60日） 

(A）賃貸事業収入 49,920

(B）賃貸事業費用 19,452

 管理業務費 6,464

 水道光熱費 1,593

 公租公課(注)１． 28

 損害保険料 171

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 ―

 減価償却費 11,171

 その他費用 22

（注）１．（参考）平成16年固定資産税・都市計画税額 
31,661千円 

 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
30,468



 

－  － 
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物件名称：さいたま浦和ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 
① 1,232百万円
② 1,342百万円

取得年月日（注）１． 
①平成13年９月25日 
②平成13年10月11日 

本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

①、②合計で1.1％

信託設定日 － 価格時点 ①、②平成13年６月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 
① 1,200百万円
② 2,700百万円

信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 
① 1,200百万円
② 2,700百万円

土地地番 
埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目
133番１ 他５筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要
(注)２．

積算価格 
① 1,140百万円
② 2,600百万円

所在地 

住居表示 
埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目
２番３号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 
(注)３．

期末算定価格 2,360百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 2,514百万円

土地 1,533.06㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 6,258.59㎡ テナント総数 14

総賃貸可能面積 4,510㎡

構造 
鉄骨・鉄筋コンクリート造 
陸屋根８階建 

総賃貸面積 4,154㎡

建築時期 平成２年３月 稼働率 92.1％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 144,650

(B）賃貸事業費用 69,537

 管理業務費 18,354

 水道光熱費 8,261

 公租公課 10,373

〔特記事項〕 
耐熱・耐火性能を要求される場所の壁等に使用されている
フレキシブルボード、配管のガスケット等にアスベストが
混合されています。当該建物の改修・解体には、法令に
従った処理が必要となります。また、フロン類がヒートポ
ンプエアコン及びハロンガス消火設備に使用されていま
す。現状では良好に管理され問題はありませんが、当該機
器の修理・廃棄処分の際には、法令に基づく適正な取扱い
が必要となります。 
 
 
  損害保険料 400

 修繕費 9,956

 減価償却費 22,190

 その他費用 ―

（注）１．①の取引時において、土地の所有権（４筆における
共有持分。４筆の共有持分は56.59％）と建物の区分
所有権（所有割合45.58％）を取得しており、②の取
引時に、残りの土地の所有権と建物の区分所有権を
取得しております。 

（注）２．②の不動産鑑定評価は、１棟の建物とその敷地全体
としての評価額 

（注）３．不動産価格調査は、１棟の建物とその敷地全体とし
ての評価額 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

75,112



 

－  － 
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物件名称：新横浜ファーストビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 3,000百万円

取得年月日 平成14年１月28日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

1.3％

信託設定日 － 価格時点 平成13年12月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 3,010百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 3,010百万円

土地地番 
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目
２番１ 他８筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 2,490百万円

所在地 

住居表示 
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目
２番１号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 1,620百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 3,039百万円

土地 1,528.00㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 10,403.41㎡ テナント総数 5

総賃貸可能面積 6,925㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付10階建 

総賃貸面積 5,222㎡

建築時期 平成４年４月 稼働率 75.4％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 56,579

(B）賃貸事業費用 100,035

 管理業務費 20,875

 水道光熱費 11,541

 公租公課 13,402

 損害保険料 628

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 7,998

 減価償却費 45,589

 その他費用 ― 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

△43,455

 



 

－  － 
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物件名称：川崎砂子ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 3,375百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

1.4％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 3,350百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 3,350百万円

土地地番 
神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目２
番４ 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 2,690百万円

所在地 

住居表示 
神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目２
番４号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 3,140百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 3,146百万円

土地 1,594.50㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 9,623.83㎡（注）１． テナント総数 11

総賃貸可能面積 6,831㎡

構造 
鉄骨・鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付12階建 

総賃貸面積 6,831㎡

建築時期 平成２年12月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 相互住宅株式会社 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 189,564

(B）賃貸事業費用 108,268

 管理業務費 30,888

 水道光熱費 16,196

 公租公課 15,660

 損害保険料 577

〔特記事項〕 
当該土地の南西側角部分に川崎都市計画「都市高速鉄道京
浜急行大師線」の都市計画が事業認可されております。将
来、当該部分に地下鉄道の軌道を敷設するため区分地上権
が設定される予定です。 

 

 修繕費 3,150

 減価償却費 41,790

 その他費用 4

（注）１．附属建物を含みます。 
 
 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
81,296

 



 

－  － 
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物件名称：仙台本町ホンマビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 2,924百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

1.2％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 2,860百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 2,860百万円

土地地番 
宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番
３ 他２筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 3,150百万円

所在地 

住居表示 
宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番
29号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 2,930百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 2,769百万円

土地 1,437.47㎡（注）１． 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 8,247.50㎡（注）２． テナント総数 14

総賃貸可能面積 5,829㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根11階建 

総賃貸面積 5,829㎡

建築時期 平成３年11月 稼働率 100.0％

土地 
所有権（３筆のうち、１筆は共有持
分。敷地利用権の割合：87.65％） 

損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 
区分所有権（１棟の建物における所
有割合：93.39％）＊管理規約あり 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 158,696

(B）賃貸事業費用 70,704

 管理業務費 19,793

 水道光熱費 5,327

 公租公課 15,950

 損害保険料 417

〔特記事項〕 
①当該建物は区分所有されており、区分所有者間での管理
規約においては専有部分及び敷地の譲渡に係る他の区分
所有者の優先買取権に関する事項等が定められていま
す。なお、当該土地に対しかかる区分所有建物の敷地権
の設定は行われておりません。 
②他の共有者の持分に抵当権が設定されております。 
 
 

 修繕費 629

 減価償却費 28,587

 その他費用 ―

（注）１．建物敷地全体の面積（他の共有者の持分を含みま
す。） 

（注）２．建物１棟全体の延床面積（建物の他の区分所有者の
持分を含みます。） 

 (C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

87,991

 

 



－  － 
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物件名称：新潟礎町西万代橋ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 1,010百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

0.4％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 1,020百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 1,020百万円

土地地番 
新潟県新潟市礎町通二ノ町2155番６ 
他13筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 1,220百万円

所在地 

住居表示 
新潟県新潟市礎町通一ノ町1945番１
号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 755百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 1,013百万円

土地 957.90㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 6,410.33㎡ テナント総数 10

総賃貸可能面積 4,383㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付８階建 

総賃貸面積 4,198㎡

建築時期 昭和59年11月 稼働率 95.8％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 85,442

(B）賃貸事業費用 45,559

 管理業務費 15,054

 水道光熱費 9,260

 公租公課 8,018

 損害保険料 311

〔特記事項〕 
当該建物の各階トイレ、湯沸室、スロップシンク室、駐車
場の天井及び壁にアスベスト含有材料が使用されており、
また、当該建物の煙突のライニング材もアスベストを含有
しています。そのため、当該建物の改修、解体時には法令
に従った処理が必要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 1,702

 減価償却費 11,167

 その他費用 45 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

39,883

 



－  － 
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物件名称：金沢パークビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 
①2,880百万円
②1,700百万円

取得年月日 
①平成14年２月28日 
②平成15年３月３日 

本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

①、②合計で1.9％

信託設定日 － 価格時点 
①平成13年12月１日
②平成15年１月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 
①3,090百万円
②1,838百万円

信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 
①3,090百万円
②1,838百万円

土地地番 
石川県金沢市広岡三丁目101番 他４
筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 
①4,060百万円
②2,299百万円

所在地 

住居表示 石川県金沢市広岡三丁目１番１号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 5,390百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 4,669百万円

土地 6,642.71㎡（注）１． 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 43,481.20㎡（注）２． テナント総数 64

総賃貸可能面積 21,343㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付12階建 

総賃貸面積 19,305㎡

建築時期 平成３年10月 稼働率 90.5％

土地 所有権（注）３． 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 
所有権（共有持分6,642,710分の
5,912,012） 

不動産管理会社 三菱地所株式会社 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 530,823

(B）賃貸事業費用 360,934

 管理業務費 114,960

 水道光熱費 69,196

 公租公課 78,704

〔特記事項〕 
当該建物の11階の壁材の一部にアスベストが使用されてお
り、当該建物の改修・解体時には法令に従った処理が必要
となります。 
 
 
 
 
 
 
 
  損害保険料 2,230

 修繕費 11,311

 減価償却費 84,531

 その他費用 ―

（注）１．建物敷地全体の面積（他の共有者の持分を含みま
す。） 

（注）２．建物１棟全体の延床面積（建物の他の共有者の持分
を含みます。） 

（注）３．１筆5,050.71㎡の共有持分5,050,710分の
4,984,283、４筆1,592.00㎡の共有持分1,592,000分
の927,729 

 
(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

169,889



－  － 
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物件名称：金沢南町ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 1,331百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

0.6％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 1,330百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 1,330百万円

土地地番 石川県金沢市尾山町113番 他３筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 1,300百万円

所在地 

住居表示 石川県金沢市尾山町３番10号 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 1,010百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 1,295百万円

土地 887.17㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 5,163.19㎡ テナント総数 13

総賃貸可能面積 3,782㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造 
陸屋根９階建 

総賃貸面積 3,177㎡

建築時期 昭和62年３月 稼働率 84.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 73,990

(B）賃貸事業費用 40,580

 管理業務費 11,120

 水道光熱費 6,785

 公租公課 6,124

 損害保険料 265

〔特記事項〕 
境界確認は、平成16年９月30日現在未了です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 3,266

 減価償却費 12,877

 その他費用 141 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

33,409

 



－  － 
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物件名称：名古屋広小路ビルヂング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 14,533百万円

取得年月日 平成13年９月10日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

6.1％

信託設定日 － 価格時点 平成13年3月15日

信託受託者 － 鑑定評価額 14,600百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 14,600百万円

土地地番 
愛知県名古屋市中区栄二丁目301番 
他９筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 12,300百万円

所在地 

住居表示 
愛知県名古屋市中区栄二丁目３番１
号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 14,600百万円

建物用途 事務所・店舗 当期末簿価 14,194百万円

土地 4,095.81㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 33,377.73㎡（注）１． テナント総数 31

総賃貸可能面積 21,590㎡

構造 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋
コンクリート造 
陸屋根地下２階付18階建 総賃貸面積 21,214㎡

建築時期 昭和62年５月 稼働率 98.3％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社菱栄ビルマネジメント 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 757,574

(B）賃貸事業費用 434,027

 管理業務費 121,620

 水道光熱費 67,262

 公租公課 62,963

 損害保険料 1,982

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 54,065

 減価償却費 123,603

 その他費用 2,530

（注）１．附属建物を含みます。 
 
 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
323,546

 



－  － 
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物件名称：名古屋御園ビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 1,865百万円

取得年月日 平成15年８月８日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

0.8％

信託設定日 － 価格時点 平成15年７月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 1,810百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 1,810百万円

土地地番 
愛知県名古屋市中区栄一丁目1012番 
他２筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 1,330百万円

所在地 

住居表示 
愛知県名古屋市中区栄一丁目10番21
号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 1,840百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 1,818百万円

土地 805.04㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 5,348.00㎡ テナント総数 7

総賃貸可能面積 3,470㎡

構造 鉄骨造陸屋根地下１階付７階建 

総賃貸面積 3,470㎡

建築時期 平成３年９月 稼働率 100.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社東管 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 108,661

(B）賃貸事業費用 67,488

 管理業務費 13,174

 水道光熱費 9,995

 公租公課 7,674

 損害保険料 324

〔特記事項〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 360

 減価償却費 35,958

 その他費用 ―

 
 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
41,173

 



－  － 
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物件名称：京都四条河原町ビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 2,650百万円

取得年月日 平成13年12月20日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

1.1％

信託設定日 － 価格時点 平成13年10月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 2,760百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 2,760百万円

土地地番 
京都府京都市下京区河原町通松原上
る二丁目富永町338番 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 2,480百万円

所在地 

住居表示 
京都府京都市下京区河原町通松原上
ル二丁目富永町338番 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 2,050百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 2,964百万円

土地 1,471.57㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 9,701.04㎡（注）１． テナント総数 29

総賃貸可能面積 6,800㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付９階建 

総賃貸面積 6,040㎡

建築時期 昭和57年11月 稼働率 88.8％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社ザイマックス 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 126,454

(B）賃貸事業費用 84,115

 管理業務費 21,593

 水道光熱費 13,425

 公租公課 12,056

 損害保険料 528

〔特記事項〕 
①境界確認は、平成16年９月30日現在未了です。 
②南西側隣接地に存する通用門の一部が越境しています。 
③フロン類がヒートポンプエアコン及びハロンガス消火設
備に使用されています。現状では良好に管理されており
問題はありませんが、当該機器の修理・廃棄処分の際に
は、法令に基づく適切な措置が必要となります。また、
冷温水発生機用の煙突の内貼材及びパッキン類、ダクト
と送風機の接続部分にアスベストが混合されていると判
断されます。現時点では特別な配慮は不要ですが、廃棄
物として処分する場合には環境に影響を及ぼすことのな
いように取り扱うことが必要となります。 
 
 

 修繕費 1,224

 減価償却費 34,958

 その他費用 328

（注）１．附属建物を含みます。 
 
 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
42,339

 



－  － 
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物件名称：堺筋本町ビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 
①2,264百万円
②1,900百万円

取得年月日（注）１． 
①平成13年９月25日 
②平成15年12月26日 

本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

①、②合計で1.7％

信託設定日 － 価格時点 
①平成13年３月15日
②平成15年11月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 
①2,210百万円
②1,990百万円

信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 
①2,210百万円
②1,990百万円

土地地番 
大阪府大阪市中央区南本町一丁目50
番 他８筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 
①3,520百万円
②3,310百万円

所在地 

住居表示 
大阪府大阪市中央区南本町一丁目８
番14号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 
(注)２．

期末算定価格 4,170百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 4,199百万円

土地 2,036.22㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 17,145.59㎡ テナント総数 8

総賃貸可能面積 11,574㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付13階建 

総賃貸面積 4,641㎡

建築時期 平成４年10月 稼働率 40.1％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 190,635

(B）賃貸事業費用 176,864

 管理業務費 42,865

 水道光熱費 22,833

 公租公課 45,105

〔特記事項〕 
①上記②の取引時において、当該物件に係る信託契約を解
除しております。 
②当該物件は、平成16年７月１日付けで、「福助堺筋本町
ビル」から「堺筋本町ビル」に名称を変更しておりま
す。 
 
 
 
 
 
 
  損害保険料 1,235

 修繕費 11,370

 減価償却費 51,971

 その他費用 1,482

(注)１．①の取引時において、土地の所有権（3筆及び6筆の共
有持分）と建物の区分所有権（1棟の建物における所有
割合46.17％）を取得しており、②の取引時に、残りの
土地の所有権と建物の区分所有権を取得しておりま
す。 

(注)２．不動産価格調査は、1棟の建物とその敷地全体としての
評価額 

 
(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

13,771

 



－  － 
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物件名称：御堂筋ダイワビル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 
①6,934百万円
②7,380百万円

取得年月日（注）１． 
①平成13年９月25日 
②平成14年２月28日 

本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

①、②合計で6.0％

信託設定日 
①平成13年３月１日 
②平成14年２月28日 

価格時点 
①平成13年３月15日
②平成13年９月30日

信託受託者 ①、②とも住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 
① 6,890百万円
②14,270百万円

信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 ①、②とも平成20年７月31日 収益価格 
① 6,890百万円
②14,270百万円

土地地番 
大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目
25番４ 他３筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要
(注)２．

積算価格 
① 7,610百万円
②14,400百万円

所在地 

住居表示 
大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目
６番８号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 
(注)３．

期末算定価格 13,500百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 14,022百万円

土地 3,044.65㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 31,213.27㎡ テナント総数 23

総賃貸可能面積 20,449㎡

構造 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付15階建 

総賃貸面積 19,658㎡

建築時期 平成３年９月 稼働率 96.1％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権＊管理規約あり 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 650,834

(B）賃貸事業費用 320,102

 管理業務費 73,198

 水道光熱費 45,631

〔特記事項〕 
当該建物の地下１階駐車場スロープにアスベスト含有材料
が使用されており、当該建物の改修、解体時には法令に
従った処理が必要となります。 
 

 公租公課 86,056

 損害保険料 1,702

 修繕費 15,151

 減価償却費 98,273

 その他費用 88

（注）１．当投資法人は、①の取引時において、土地の所有権
（４筆とも共有持分。敷地利用権の割合は50.0％）
と建物の区分所有権の共有及び区分所有権（1棟の建
物における所有割合50.0％）を原資産とする不動産
信託受益権を取得し、②の取引時に、残りの土地の
所有権と建物の区分所有権の共有及び区分所有権を
原資産とする不動産信託受益権を取得しておりま
す。 

（注）２．②の不動産鑑定評価は、１棟の建物とその敷地全体
としての評価額です。 

（注）３．不動産価格調査は、１棟の建物とその敷地全体とし
ての評価額です。 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

330,731



－  － 
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物件名称：神戸伊藤町ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 1,436百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

0.6％

信託設定日 平成13年３月１日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 1,440百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 1,440百万円

土地地番 
兵庫県神戸市中央区伊藤町121番１ 
他１筆 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 1,450百万円

所在地 

住居表示 兵庫県神戸市中央区伊藤町121 
調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 966百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 1,394百万円

土地 808.55㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 4,894.09㎡ テナント総数 15

総賃貸可能面積 3,478㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造 
陸屋根10階建 

総賃貸面積 3,344㎡

建築時期 平成元年９月 稼働率 96.2％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 73,878

(B）賃貸事業費用 44,341

 管理業務費 12,334

 水道光熱費 8,691

 公租公課 6,679

 損害保険料 259

〔特記事項〕 
①当該建物の10階清掃員控室の壁材並びに巾木及び立体駐
車場の外壁にアスベスト含有材料が使用されており、当
該建物の改修、解体時には法令に従った処理が必要とな
ります。 
②平成７年に発生した阪神・淡路大震災の被災により当該
建物の損傷、当該土地の液状化等の被害が発生しました
が、その後大規模補修工事を行っています。 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 1,949

 減価償却費 14,426

 その他費用 ― 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

29,537

 



－  － 
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物件名称：ＮＨＫ広島放送センタービル 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産及び土地の賃借権 取得価格 1,320百万円

取得年月日 平成16年３月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

0.6％

信託設定日 － 価格時点 平成16年３月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 1,350百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 1,350百万円

土地地番 
広島県広島市中区大手町二丁目11番
２ 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 2,230百万円

所在地 

住居表示 
広島県広島市中区大手町二丁目11番
10号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 1,350百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 1,348百万円

土地 3,296.46㎡（注）１． 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 35,217.28㎡（注）２． テナント総数 13

総賃貸可能面積 5,470㎡

構造 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付23階建 

総賃貸面積 4,408㎡

建築時期 平成６年８月 稼働率 80.6％

土地 賃借権（注）３． 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 
区分所有権（注）４． 
＊管理規約あり 

不動産管理会社 三菱地所株式会社 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 100,496

(B）賃貸事業費用 97,687

 管理業務費 42,975

 水道光熱費 11,034

 公租公課(注)５． 0

 損害保険料 664

〔特記事項〕 
①当該土地の賃借権については、土地の賃貸借契約期間
（平成34年満了）を更新する場合には、地主に対し更新
料を支払う可能性があります。 
②当該土地の賃借権を他人に譲渡する場合には、地主の承
諾が必要となります。 
③当該建物は区分所有されており、区分所有者間での基本
協定においては、共有する専有部分の譲渡に係る日本放
送協会の事前承認に関する事項が定められております。
なお、当該土地に対しかかる区分所有建物の敷地権の設
定は行われておりません。 

 
 
 

 修繕費 3,576

 減価償却費 22,661

 その他費用 16,775

(注)１．建物敷地全体の面積 
(注)２．建物1棟全体の延床面積 
(注)３．建物敷地全体に係る賃借権の準共有持分割合25.18％ 
(注)４．区分所有権の共有持分（1棟の建物における所有割合

27.085％） 
(注)５．（参考）平成16年固定資産税・都市計画税額31,131千

円 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

2,809

 



－  － 
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物件名称：東晴天神ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 1,550百万円

取得年月日 平成13年９月25日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

0.6％

信託設定日 － 価格時点 平成13年６月１日

信託受託者 － 鑑定評価額 1,520百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 － 収益価格 1,520百万円

土地地番 福岡県福岡市中央区天神三丁目201番

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 1,560百万円

所在地 

住居表示 
福岡県福岡市中央区天神三丁目９番
25号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 1,370百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 1,497百万円

土地 1,221.31㎡ 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 5,588.57㎡（注）１． テナント総数 19

総賃貸可能面積 4,080㎡

構造 鉄骨造陸屋根８階建 

総賃貸面積 3,755㎡

建築時期 平成４年３月 稼働率 92.0％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 所有権 

不動産管理会社 株式会社第一ビルディング 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 103,496

(B）賃貸事業費用 58,611

 管理業務費 15,317

 水道光熱費 10,095

 公租公課 10,305

 損害保険料 308

〔特記事項〕 
耐熱・耐火性能を要求される場所の壁等に使用されている
フレキシブルボード、配管のガスケット等にアスベストが
混合されています。当該建物の改修・解体時には、法令に
従った処理が必要となります。また、フロン類がヒートポ
ンプエアコン及びハロンガス消火設備に使用されていま
す。現状では良好に管理されており問題はありませんが、
当該機器の修理・廃棄処分の際には、法令に基づく適切な
取扱いが必要となります。 
 
 
 
 
 

 修繕費 1,611

 減価償却費 20,972

 その他費用 ―

（注）１．附属建物を含みます。 
 
 
 
 (C）賃貸事業損益 

(C)＝(A)－(B) 
44,884

 



－  － 
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物件名称：日之出天神ビルディング 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得価格 3,657百万円

取得年月日 平成13年９月10日 
本件不動産の取得価格 
合計に対する比率 

1.5％

信託設定日 平成13年９月10日 価格時点 平成13年３月15日

信託受託者 住友信託銀行株式会社 鑑定評価額 3,600百万円
信託 
受益権 
の概要 

信託期間満了日 平成20年７月31日 収益価格 3,600百万円

土地地番 
福岡県福岡市中央区天神一丁目130番
他４筆（注）１. 

取得時
の不動
産鑑定
の概要

積算価格 3,310百万円

所在地 

住居表示 
福岡県福岡市中央区天神一丁目12番
20号 

調査の基準と 
なる時点 

平成16年９月30日

用途地域 商業地域 

不動産
価格調
査の概
要 期末算定価格 3,470百万円

建物用途 事務所 当期末簿価 3,500百万円

土地 1,452.15㎡（注）２． 賃貸借の概況（平成16年９月30日現在） 

面積 

建物 12,527.07㎡（注）３． テナント総数 8

総賃貸可能面積 5,902㎡

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下２階付10階建 

総賃貸面積 4,977㎡

建築時期 昭和62年８月 稼働率 84.3％

土地 所有権 損益状況（単位：千円） 
所有 
形態 

建物 
区分所有権（所有割合：76.18％） 
＊管理規約あり 

不動産管理会社 株式会社東管 

運用期間 
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日
（日数183日） 

(A）賃貸事業収入 171,874

(B）賃貸事業費用 87,943

 管理業務費 23,022

 水道光熱費 18,247

 公租公課 16,386

 損害保険料 454

〔特記事項〕 
当該建物は区分所有されており、区分所有者間での管理規
約においては、専有部分及び敷地の譲渡に係る他の区分所
有者の優先買取権に関する事項等が定められています。な
お、当該土地に対しかかる区分所有建物の敷地権の設定は
行われておりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 修繕費 521

 減価償却費 29,311

 その他費用 ―

（注）１．５筆のうち１筆分（335.00㎡）は、建物の他の区分
所有者が所有しております。 

（注）２．建物敷地全体の面積（建物の他の区分所有者持分を
含みます。） 

（注）３．建物１棟全体の延床面積（建物の他の区分所有者持
分を含みます。） 

(C）賃貸事業損益 
(C)＝(A)－(B) 

83,930

 



－  － 
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 なお、当投資法人では、第６期決算日（平成16年９月30日）後に以下のオフィスビル１
物件を取得いたしました。 

 

Ａ．東五反田１丁目ビル 

 ［取得の概要］  

 取得資産 ：不動産（土地・建物の所有権） 

 取得価格 ：5,500百万円 

 取得日 ：平成16年11月１日 

 ［取得資産の概要］  

 所在地（住居表示） ：東京都品川区東五反田一丁目24番２号 

 用途 ：事務所・店舗 

 敷地面積 ：1,539.95㎡ 

 建物延床面積 ：6,460.39㎡ 

 構造 ：鉄骨造陸屋根８階建 

 建築時期 ：平成16年７月 

 テナントの総数 ：３ 

 総賃貸可能面積 ：5,205㎡ 

 総賃貸面積 ：1,790㎡ 

 稼働率 ：34.4％ 

 （注） 上記のテナントの総数、総賃貸可能面積、総賃貸面積及び稼働率は、取得日現在における数値を記載しております。

また、当該数値は、売主から提供を受けたデータに基づいております。なお、平成16年11月20日付けにて稼働率

100.0％となっております。 

 

 




